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第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

  

 
(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 従業員数は就業人員であり、欄の( )書きは外数で、臨時従業員の平均雇用人員数であります。 

３ 純資産額の算定にあたり、第12期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準

第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第

８号）を適用しております。 

４ 潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、第13期中,第13期は潜在株式が存在しますが１

株当たり中間（当期）純損失であるため記載しておりません。 

  

第一部 【企業情報】

回次 第12期中 第13期中 第14期中 第12期 第13期

会計期間

自 平成17年 
  ６月１日 
至 平成17年 
  11月30日

自 平成18年
  ６月１日 
至 平成18年 
  11月30日

自 平成19年
  ６月１日 
至 平成19年 
  11月30日

自 平成17年 
  ６月１日 
至 平成18年 
  ５月31日

自 平成18年
  ６月１日 
至 平成19年 
  ５月31日

売上高 (千円) 1,253,498 1,160,234 1,309,024 2,421,067 2,516,895

経常利益又は経常損失
（△）

(千円) 193,848 △ 1,845 30,341 281,006 △8,897

中間（当期）純利益又は
中間（当期）純損失
（△）

(千円) 87,028 △ 596,612 9,040 127,467 △696,340

純資産額 (千円) 1,378,254 868,593 1,163,802 1,437,193 1,154,951

総資産額 (千円) 2,982,410 3,076,781 2,634,320 3,127,875 3,030,640

１株当たり純資産額 (円) 74,617.20 45,081.27 55,886.33 76,904.89 55,452.09

１株当たり中間（当期）
純利益又は中間（当期）
純損失（△）

(円) 4,810.33 △32,107.03 434.55 6,968.51 △36,362.43

潜在株式調整後 
１株当たり中間（当期）
純利益

(円) 4,631.39 ― 434.25 6,776.60 ―

自己資本比率 (％) 46.2 27.3 44.1 45.5 38.1

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) 106,663 △  24,588 281,308 356,743 △48,490

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △  643,757 △ 270,873 △46,643 △971,905 △385,689

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) 1,057,635 613,930 △375,450 1,163,035 716,159

現金及び現金同等物 
の中間期末(期末)残高

(千円) 1,101,293 1,447,125 1,269,849 1,128,656 1,410,635

従業員数 
(外、平均臨時雇用者数)

(名)
115
(20)

151
(14)

146
(22)

132
(19)

148
(18)



(2) 提出会社の経営指標等 

  

 
(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 従業員数は就業人員であり、欄の( )書きは外数で、臨時従業員の平均雇用人員数であります。 

３ 純資産額の算定にあたり、第12期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準

第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第

８号）を適用しております。 

４ 潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、第13期中,第13期は潜在株式が存在しますが１

株当たり中間（当期）純損失であるため記載しておりません。 

  

回次 第12期中 第13期中 第14期中 第12期 第13期

会計期間

自 平成17年
  ６月１日
至 平成17年
  11月30日

自 平成18年
  ６月１日
至 平成18年
  11月30日

自 平成19年
  ６月１日
至 平成19年
  11月30日

自 平成17年 
  ６月１日 
至 平成18年 
  ５月31日

自 平成18年
  ６月１日
至 平成19年
  ５月31日

売上高 (千円) 995,529 883,989 1,124,842 1,917,432 1,889,307

経常利益 (千円) 195,923 58,460 55,190 301,445 53,665

中間(当期)純利益又は中間(当期)
純損失（△）

(千円) 92,918 △610,553 34,329 152,762 △718,636

資本金 (千円) 556,502 565,142 772,207 559,202 772,207

発行済株式総数 (株) 18,471 18,615 20,805 18,516 20,805

純資産額 (千円) 1,384,143 850,921 1,192,091 1,449,281 1,157,951

総資産額 (千円) 2,917,936 2,919,580 2,614,362 3,075,410 2,976,092

１株当たり純資産額 (円) 74,936.06 45,691.23 57,246.03 78,271.01 55,596.27

１株当たり中間(当期)純利益又は
中間(当期)純損失（△）

(円) 5,135.87 △32,857.25 1,650.07 8,351.36 △37,526.68

潜在株式調整後１株当たり 
中間(当期)純利益

(円) 4,944.82 ― 1,648.96 8,121.37 ―

１株当たり配当額 (円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 47.4 29.1 45.6 47.1 38.9

従業員数 
(外、平均臨時雇用者数)

(名)
87
(12)

118
(7)

121
(9)

99
(9)

122
(7)



２ 【事業の内容】 

(１) 事業内容の重要な変更（事業の種類別セグメントの変更） 

従来、当社グループにおける「ゲーム開発事業」及び「オンライン事業」のライツ商品等の所属セグ

メントは、「コマース事業」でありましたが、①ライツ商品等の所管事業部門の組織変更が為されたこ

と。②オンライン事業の本格展開によるタイトル増加に伴い、今後、拡大が見込まれることなどから、

ライツ商品等の実態をより適正に反映するため、当中間連結会計期間より、その派生事業である「ゲー

ム開発事業」と「オンライン事業」に含めることとしました。 

  

(２) 主要な関係会社の異動 

ゲーム開発事業 

タボット株式会社を平成19年６月６日に設立し、関係会社（持分法適用関連会社）としました。

３ 【関係会社の状況】 

当中間連結会計期間における主要な関係会社の異動は次のとおりです。 

（新規） 

 
(注) １ 主な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。 

  

名称 住所 資本金
主要な事業の 議決権の

関係内容
内容 所有割合

（持分法適用関連会社） （千円） （％）

タボット㈱
東京都

30,000 ゲーム開発事業 50
ゲーム開発事業の
企画・開発

新宿区 役員の兼任１名



４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成19年11月30日現在 

 
(注) １ 従業員数は就業人員であり、欄の（ ）書きは外数で、臨時従業員の平均雇用人員数であります。 

２ 全社（共通）として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属している

ものであります。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成19年11月30日現在 

 
(注) 従業員数は就業人員であり、欄の( )書きは外数で、臨時従業員の平均雇用人員数であります。 

  

(3) 労働組合の状況 

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 

  

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(名)

インフォメーションプロバイダー事業 31 (8）

コマース事業 30 (12)

ゲーム開発事業 28 (2)

オンライン事業 47 (-)

全社（共通） 10 (-)

合計 146 (22)

従業員数(名) 121 (9)



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間連結会計期間におけるわが国経済の状況は、継続的な原油の高騰、金融市場の不安定な変動な

ど懸念材料はあるものの、企業収益の改善に伴う民間設備投資の増加や雇用環境の改善による個人消費

の回復により、全体的に景気は緩やかながら回復基調を持続してまいりました。 

 一方、日本国内における携帯電話の契約者数は、平成19年11月末現在で9,997万契約に達しており、

そのうちインターネット接続が可能な端末の加入者数は8,698万契約（総数比87％）、第三世代携帯電

話の契約者数は8,180万契約（同81.8％）と前年同期の6,080万契約から大幅に増加しております（出

所：社団法人電気通信事業者協会）。また、2006年の日本のオンラインゲーム市場は1,015億円（前年

比23.8％）となり堅調に市場規模は拡大しております（出所：オンラインゲームフォーラム「オンライ

ンゲーム市場統計調査報告書2007」）。 

 このような状況の下、当社グループは中期経営計画に基づき、オンライン事業に対して経営資源を重

点的に投入することで成長基盤の確立を目指すとともに、インフォメーションプロバイダー事業におい

てはコンテンツのサービス内容の拡充、ゲーム開発事業においては業務用ゲーム機の販売、コマース事

業においてはビーズアクセサリー商品の販売に努めてまいりました。 

 当中間連結会計期間におきましては、平成19年４月より課金サービスを開始しましたオンライン事業

の売上拡大により、売上高につきましては1,309百万円（前年同期比12.8％増）となりました。利益面

につきましては、オンライン事業のサービス開始に伴う開発費用の償却開始及び「ミニ四駆オンライン

レーサー」の開発費用などをオンライン事業の売上増及びインフォメーションプロバイダー事業の収益

改善等で吸収することにより、営業利益50百万円（前年同期比689.1％増）、経常利益30百万円（前年

同期は１百万円の経常損失）、中間純利益9百万円（前年同期は596百万円の中間純損失）となりまし

た。 

事業別の進捗状況につきましては以下の通りであります。 

  

≪オンライン事業≫ 

オンライン事業においては、オンラインゲーム「女神転生IMAGINE」の運営及び２作目となるオンラ

インゲーム「ミニ四駆オンラインレーサー」の開発を進めてまいりました。 

「女神転生IMAGINE」につきましては、顧客満足度の高い魅力あるシナリオの追加、人気アイテム商品

の積極的な投入、平成19年８月のサービス開始後初となる大型アップデートなどを実施することでサー

ビス内容を拡充し新規登録会員数は順調に増加いたしました（11月末日現在 累計登録会員数約28万

人）。また、平成19年９月からはゲーム内のイベントやメールマガジンなどプロモーションの強化を促

進させ、課金者数の増加に繋げてまいりました。「ミニ四駆オンラインレーサー」につきましては、開

発体制の整備及びプロモーションの強化を行うとともに、平成19年10月にβ版のテストを実施し、正式

サービスに向けた開発に努めてまいりました。 

 以上の結果、当事業における売上高は315百万円となりました。 

  



≪インフォメーションプロバイダー事業≫ 

インフォメーションプロバイダー事業においては、音楽・占い・情報・ゲーム等の既存コンテンツに

対し、サービス内容の拡充、プロモーション活動の強化を重点的に実施し、新規登録会員数の増加に努

めてまいりました。その結果、特にゲームコンテンツにおきましては、携帯オンラインゲーム「ミニ四

駆GPX」の会員数の大幅な増加に繋がりました（NTTドコモｉモード月間人気ランキング ゲーム部門２

ヶ月連続１位 平成19年６月／７月）。また、ソリューションビジネスへの展開として進めております

アミューズメント業界 大手株式会社マルハンが提供するポータルサイトにつきましては、運営の強化

及びサービスの拡充に努めてまいりました。 

 以上の結果、当事業における売上高は645百万円となりました。 

  

≪ゲーム開発事業≫ 

ゲーム開発事業においては、ゲームセンター向け業務用シューティングゲーム等の開発を実施してお

ります。当中間連結会計期間においては、「デススマイルズ」を新規開発し、販売いたしました。以上

の結果、当事業における売上高は107百万円となりました。 

  

≪コマース事業≫ 

コマース事業においては、携帯電話公式サイト(３キャリア展開)、PCサイト、実際の店舗という３つ

の販売チャネルを通じて、国内外のビーズアクセサリー等の販売を行っております。実際の店舗につき

ましては、平成19年９月１日より、新たに東京銀座に「東急ハンズ銀座店」を出店いたしました。ま

た、当中間連結会計期間におきましては、商品構成の見直しにより、天然石、オリジナルキットなどの

高粗利商品の販売強化するとともに、キャンペーン商品・メールマガジン等のプロモーション活動の強

化を推進してまいりました。以上の結果、当事業における売上高は240百万円となりました。 

  

（注）  当中間連結会計期間より事業のセグメント表示の変更を行いましたので前年同期比の表示は行っておりませ

ん。 

なお、変更前の売上高、営業利益につきましては「事業の種類別セグメント情報」に記載しております。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、1,269

百万円となりました。 

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況及びこれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果増加した資金は、281百万円となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益30

百万円、減価償却費118百万円、売上債権の減少93百万円があったこと等によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果減少した資金は、46百万円となりました。これは、有形固定資産の取得による支出17

百万円、無形固定資産の取得による支出29百万円があったこと等によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果減少した資金は、375百万円となりました。これは、短期借入金の返済による支出91

百万円、長期借入金の返済による支出284百万円があったことによるものであります。 



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

当中間連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりでありま

す。 

  

 
(注)  １ 金額は、当期製造費用によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３ 当中間連結会計期間から事業の種類別セグメントを変更したため、前年同期比較に当たっては前中間 

      連結会計期間分を変更後の区分に組み替えて行っております。 

  

(2) 商品仕入実績 

当中間連結会計期間における商品仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

  

 
(注)  １ 金額は、当期商品仕入高によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３ 当中間連結会計期間から事業の種類別セグメントを変更したため、前年同期比較に当たっては前中間 

      連結会計期間分を変更後の区分に組み替えて行っております。 

  

(3) 受注状況 

当社グループ（当社及び連結子会社、以下同じ）は見込み生産を行っているため、該当事項はありま

せん。 

  

事業の種類別セグメントの名称

当中間連結会計期間 
(自 平成19年６月１日 

 至 平成19年11月30日)

金額(千円) 前年同期比(％)

インフォメーションプロバイダー事業 344,444 △12.0

ゲーム開発事業 67,728 ＋4.4

オンライン事業 291,443 ＋77.9

合計 703,616 ＋8.0

事業の種類別セグメントの名称

当中間連結会計期間 
(自 平成19年６月１日 

 至 平成19年11月30日)

金額(千円) 前年同期比(％)

ゲーム開発事業 5,035 ＋278.1

オンライン事業 11 ―

コマース事業 91,988 △27.6

合計 97,035 △24.4



(4) 販売実績 

当中間連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりでありま

す。 

  

 
(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 前中間連結会計期間の販売実績には、上記事業セグメントの他「その他事業」38,728千円が計上されてお

り、これを含む合計額の前年同期比は＋12.8％となります。 

  

  

３ 当社グループの主たる事業でありますインフォメーションプロバイダー事業は、各移動体通信事業者を介し

て一般ユーザーに対して有料情報サービスを提供するものであり、各移動体通信事業者が当該情報料の回収

代行を行っており、主な各移動体通信事業者別の情報料の総額は次のとおりであります。 
  

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

  

４ 当中間連結会計期間から事業の種類別セグメントを変更したため、前年同期比較に当たっては前中間連結会

計期間分を変更後の区分に組み替えて行っております。 

  

事業の種類別セグメントの名称

当中間連結会計期間
(自 平成19年６月１日 
 至 平成19年11月30日)

金額(千円) 前年同期比(％)

インフォメーションプロバイダー事業 645,612 △2.3

ゲーム開発事業 107,761 △22.6

オンライン事業 315,363 ―

コマース事業 240,286 △25.3

合計 1,309,024 ＋16.7

相手先

前中間連結会計期間
(自 平成18年６月１日
至 平成18年11月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年６月１日
至 平成19年11月30日)

金額(千円) 割合(％) 金額(千円) 割合(％)

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 370,555 31.9 383,495 29.3

ＫＤＤＩ株式会社 164,582 14.1 133,518 10.2

ソフトバンクモバイル株式会社 118,794 10.2 93,069 7.1



３ 【対処すべき課題】 

当中間連結会計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新た

に生じた課題はありません。 

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

当中間連結会計期間において、新たに締結した経営上重要な契約等はありません。 

  

５ 【研究開発活動】 

当社グループは、常に顧客満足度の高いエンターテイメントを提供するため、日進月歩で高機能化して

ゆく携帯プラットフォーム技術等への確実な対応をベースに、新規コンテンツの企画および開発技術の向

上、オリジナルタイトルの創作、新規サービス提供や新規事業ジャンルへの進出のための研究開発等に、

日々取り組んでおります。 

当中間連結会計期間における主な研究開発内容は、インフォメーションプロバイダー事業につきまして

は、新規モバイルコンテンツサービスの提供に向けた企画等を積極的に行ったことにより、4,221千円と

なりました。ゲーム開発事業につきましては、新規オリジナルメダルゲームの開発及び新規のプラットフ

ォームへの対応に向けたオリジナルゲームの開発等を行ったことにより、32,372千円となりました。 

 以上の結果、当中間連結会計期間における研究開発費の総額は、36,593千円となりました。 

  



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要

な変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はあり

ません。 

  



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 
  

② 【発行済株式】 

  

 
(注) １ 発行済株式数は、すべて完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式で

あります。 

２ 「提出日現在発行数」欄には、平成20年２月１日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により

発行されたものは含まれておりません。 

  

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 60,000

計 60,000

種類
中間会計期間末 
現在発行数(株) 

(平成19年11月30日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成20年２月22日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 20,805 20,805
大阪証券取引所
(ヘラクレス)

(注)１

計 20,805 20,805 ― ―



(2) 【新株予約権等の状況】 

平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権に関する事項は次のとお

りであります。 

① 平成15年５月28日開催臨時株主総会決議(平成15年５月28日取締役会決議) 

  

 
(注) １ 新株予約権１個につき目的となる株式数は15株であります。 

２ 当社が株式の分割又は併合を行う場合、未行使の新株予約権の目的たる株式の数は、次の算式により調整さ

れます。調整により生じる１株未満の端株は切り捨てます。 
  

   
３ 当社が株式の分割又は併合を行う場合、払込金額は次の算式により調整されます。調整の結果生じる１円未

満の端数は切り上げるものといたします。 
  

   
  また、当社が払込価額を下回る価額で新株を発行する場合、払込価額は次の算式により調整されます。 

  調整の結果生じる１円未満の端数は切り上げるものといたします。 
  

 
４ 新株予約権の行使時の払込金額は１株当たりの金額を記載しております。 

５ 平成16年８月11日開催の取締役会決議により、平成16年９月３日付をもって１株を３株に分割しておりま

す。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予

約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。 

  

中間会計期間末現在
(平成19年11月30日)

提出日の前月末現在 
(平成20年１月31日)

新株予約権の数(個) 2 2

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 30 30

新株予約権の行使時の払込金額(円) 50,000 50,000

新株予約権の行使期間
自 平成15年７月１日
至 平成25年６月30日

自 平成15年７月１日 
至 平成25年６月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格       50,500
資本組入額       25,250

発行価格        50,500
資本組入額       25,250

新株予約権の行使の条件 無 無

新株予約権の譲渡に関する事項 取締役会の承認 取締役会の承認

代用払込みに関する事項 無 無

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項

無 無

調整後株式数 ＝ 調整前株式数×分割・併合の比率

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 ×
１

分割・併合の比率

調整後払込価額 ＝
調整前払込価額×既発行株式数＋１株当たり払込金額×新株式株式数

既発行株式数＋新発行株式数



② 平成15年８月27日開催定時株主総会決議(平成16年５月28日取締役会決議) 

  

 
(注) １ 新株予約権１個につき目的となる株式数は３株であります。 

２ 当社が株式の分割又は併合を行う場合、未行使の新株予約権の目的たる株式の数は、次の算式により調整さ

れます。調整により生じる１株未満の端株は切り捨てます。 
  

   
３ 当社が株式の分割又は併合を行う場合、払込金額は次の算式により調整されます。調整の結果生じる１円未

満の端数は切り上げるものといたします。 
  

   
  また、当社が払込価額を下回る価額で新株を発行する場合、払込価額は次の算式により調整されます。 

  調整の結果生じる１円未満の端数は切り上げるものといたします。 
  

 
４ 権利行使の条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。 

(1) 対象者は権利行使時において、当社の取締役、監査役、従業員及びこれに準ずる者であることを要しま

す。 

(2) 対象者は、当社株式が日本証券業協会に登録もしくはいずれかの証券取引所に上場された場合に限り、

権利を行使することができます。 

(3) その他の新株予約権の行使の条件に関しましては、平成15年８月27日開催の定時株主総会及び平成16年

５月28日開催の取締役会決議に基づき、当社と対象取締役、監査役、従業員及びこれに準ずる者との間

で締結した「第３回新株予約権割当契約」に定められております。 

５ 平成16年８月11日開催の取締役会決議により、平成16年９月３日付をもって１株を３株に分割しておりま

す。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予

約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。 

  

中間会計期間末現在
(平成19年11月30日)

提出日の前月末現在 
(平成20年１月31日)

新株予約権（ストックオプション）の数(個) 82 82

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 246 246

新株予約権の行使時の払込金額(円) 120,000 120,000

新株予約権の行使期間
自 平成17年10月１日
至 平成20年９月30日

自 平成17年10月１日 
至 平成20年９月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格        120,000
資本組入額       60,000

発行価格        120,000
資本組入額       60,000

新株予約権の行使の条件 (注)４参照 (注)４参照

新株予約権の譲渡に関する事項 取締役会の承認 取締役会の承認

代用払込みに関する事項 無 無

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項

無 無

調整後株式数 ＝ 調整前株式数×分割・併合の比率

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 ×
１

分割・併合の比率

調整後払込価額 ＝
調整前払込価額×既発行株式数＋１株当たり払込金額×新株式株式数

既発行株式数＋新発行株式数



会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき発行した新株予約権に関する事項は次のとお

りであります。 

③ 平成18年８月25日開催定時株主総会決議(平成18年９月27日取締役会決議) 

 
(注) １ 新株予約権１個につき目的となる株式数は１株であります。 

２ 当社が株式の分割又は併合を行う場合、募集新株予約権に係る付与株式数を次の算式により調整し、調整の

結果生じる１株未満の端株は切り上げるものといたします。 

 
３ 新株予約権の割当日後、当社が株式の分割又は併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の

結果生じる１円未満の端数は切り上げるものといたします。 

 
  また、当社が払込価額を下回る価額で新株を発行又は普通株式の自己株式の処分を行う場合には、次の算式

により行使価額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は切り上げるものといたします。ただし、当社

普通株式の交付と引換えに取得される証券もしくは取得させることができる証券又は当社普通株式の交付を

請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の取得又は行使の場合を除く。 

 
４ 権利行使の条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。 

(1) 新株予約権の権利行使は、１個単位で行うことができます。 

(2) 対象者は権利行使時において、当社の取締役、監査役、従業員およびこれに準ずる者であることを要し

ます。ただし、当社の取締役又は顧問を２年以上務め、任期満了又は辞任による退任および定年退職の

場合は、退任又は退職後３年間は新株予約権を行使することができるものします。 

(3) 新株予約権者が死亡したときは、相続人は新株予約権を行使できないものとします。 

  

中間会計期間末現在
(平成19年11月30日)

提出日の前月末現在 
(平成20年１月31日)

新株予約権（ストックオプション）の数(個) 155 155

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 155 155

新株予約権の行使時の払込金額(円) 282,293 282,293

新株予約権の行使期間
自 平成21年９月１日
至 平成25年８月31日

自 平成21年９月１日 
至 平成25年８月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格        282,293
資本組入額       141,147

発行価格        282,293
資本組入額       141,147

新株予約権の行使の条件 (注)４参照 (注)４参照

新株予約権の譲渡に関する事項 取締役会の承認 取締役会の承認

代用払込みに関する事項 無 無

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項

無 無

調整後株式数 ＝ 調整前株式数×分割・併合の比率

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 ×
１

分割・併合の比率

既発行株式数 ＋
新株式株式数×1株当たり払込金額

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 ×
時価

既発行株式数＋新発行株式数



④ 平成18年９月27日取締役会決議 

 
(注) １ 新株予約権１個につき目的となる株式数は１株であります。 

２ 当社が株式の分割又は併合を行う場合、募集新株予約権に係る付与株式数を次の算式により調整し、調整の

結果生じる１株未満の端株は切り上げるものといたします。 

 
３ 新株予約権の割当日後、当社が株式の分割又は併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の

結果生じる１円未満の端数は切り上げるものといたします。 

 
  また、当社が払込価額を下回る価額で新株を発行又は普通株式の自己株式の処分を行う場合には、次の算式

により行使価額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は切り上げるものといたします。ただし、当社

普通株式の交付と引換えに取得される証券もしくは取得させることができる証券又は当社普通株式の交付を

請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の取得又は行使の場合を除く。 

 
４ 権利行使の条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。 

(1) 新株予約権の権利行使は、１個単位で行うことができます。 

(2) 対象者は権利行使時において、当社の取締役、監査役、従業員およびこれに準ずる者であることを要し

ます。ただし、当社の取締役又は顧問を２年以上務め、任期満了又は辞任による退任および定年退職の

場合は、退任又は退職後３年間は新株予約権を行使することができるものします。 

(3) 新株予約権者が死亡したときは、相続人は新株予約権を行使できないものとします。 

  

中間会計期間末現在
(平成19年11月30日)

提出日の前月末現在 
(平成20年１月31日)

新株予約権（ストックオプション）の数(個) 122 122

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 122 122

新株予約権の行使時の払込金額(円) 282,293 282,293

新株予約権の行使期間
自 平成21年９月１日
至 平成25年８月31日

自 平成21年９月１日 
至 平成25年８月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格        282,293
資本組入額       141,147

発行価格        282,293
資本組入額       141,147

新株予約権の行使の条件 (注)４参照 (注)４参照

新株予約権の譲渡に関する事項 取締役会の承認 取締役会の承認

代用払込みに関する事項 無 無

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項

無 無

調整後株式数 ＝ 調整前株式数×分割・併合の比率

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 ×
１

分割・併合の比率

既発行株式数 ＋
新株式株式数×1株当たり払込金額

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 ×
時価

既発行株式数＋新発行株式数



⑤ 平成19年10月17日取締役会決議 

 
(注) １ 新株予約権１個につき目的となる株式数は１株であります。 

２ 当社が株式の分割又は併合を行う場合、募集新株予約権に係る付与株式数を次の算式により調整し、調整の

結果生じる１株未満の端株は切り上げるものといたします。 

 
３ 新株予約権の割当日後、当社が株式の分割又は併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の

結果生じる１円未満の端数は切り上げるものといたします。 

 
  また、当社が払込価額を下回る価額で新株を発行又は普通株式の自己株式の処分を行う場合には、次の算式

により行使価額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は切り上げるものといたします。ただし、当社

普通株式の交付と引換えに取得される証券もしくは取得させることができる証券又は当社普通株式の交付を

請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の取得又は行使の場合を除く。 

 
４ 権利行使の条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。 

(1) 新株予約権の権利行使は、１個単位で行うことができます。 

(2) 対象者は権利行使時において、当社の取締役、監査役、従業員およびこれに準ずる者であることを要し

ます。ただし、当社の取締役又は顧問を２年以上務め、任期満了又は辞任による退任および定年退職の

場合は、退任又は退職後３年間は新株予約権を行使することができるものします。 

(3) 新株予約権者が死亡したときは、相続人は新株予約権を行使できないものとします。 

  

中間会計期間末現在
(平成19年11月30日)

提出日の前月末現在 
(平成20年１月31日)

新株予約権（ストックオプション）の数(個) 140 140

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 140 140

新株予約権の行使時の払込金額(円) 82,248 82,248

新株予約権の行使期間
自 平成22年10月１日
至 平成26年９月30日

自 平成22年10月１日 
至 平成26年９月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格         82,248
資本組入額        41,124

発行価格         82,248
資本組入額        41,124

新株予約権の行使の条件 (注)４参照 (注)４参照

新株予約権の譲渡に関する事項 取締役会の承認 取締役会の承認

代用払込みに関する事項 無 無

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項

無 無

調整後株式数 ＝ 調整前株式数×分割・併合の比率

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 ×
１

分割・併合の比率

既発行株式数 ＋
新株式株式数×1株当たり払込金額

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 ×
時価

既発行株式数＋新発行株式数



⑥ 平成19年10月17日取締役会決議 

 
(注) １ 新株予約権１個につき目的となる株式数は１株であります。 

２ 当社が株式の分割又は併合を行う場合、募集新株予約権に係る付与株式数を次の算式により調整し、調整の

結果生じる１株未満の端株は切り上げるものといたします。 

 
３ 新株予約権の割当日後、当社が株式の分割又は併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の

結果生じる１円未満の端数は切り上げるものといたします。 

 
  また、当社が払込価額を下回る価額で新株を発行又は普通株式の自己株式の処分を行う場合には、次の算式

により行使価額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は切り上げるものといたします。ただし、当社

普通株式の交付と引換えに取得される証券もしくは取得させることができる証券又は当社普通株式の交付を

請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の取得又は行使の場合を除く。 

 
４ 権利行使の条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。 

(1) 新株予約権の権利行使は、１個単位で行うことができます。 

(2) 対象者は権利行使時において、当社の取締役、監査役、従業員およびこれに準ずる者であることを要し

ます。ただし、当社の取締役又は顧問を２年以上務め、任期満了又は辞任による退任および定年退職の

場合は、退任又は退職後３年間は新株予約権を行使することができるものします。 

(3) 新株予約権者が死亡したときは、相続人は新株予約権を行使できないものとします。 

  

(3) 【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

  

中間会計期間末現在
(平成19年11月30日)

提出日の前月末現在 
(平成20年１月31日)

新株予約権（ストックオプション）の数(個) 242 242

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 242 242

新株予約権の行使時の払込金額(円) 82,248 82,248

新株予約権の行使期間
自 平成22年10月１日
至 平成26年９月30日

自 平成22年10月１日 
至 平成26年９月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格         82,248
資本組入額        41,124

発行価格         82,248
資本組入額        41,124

新株予約権の行使の条件 (注)４参照 (注)４参照

新株予約権の譲渡に関する事項 取締役会の承認 取締役会の承認

代用払込みに関する事項 無 無

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項

無 無

調整後株式数 ＝ 調整前株式数×分割・併合の比率

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 ×
１

分割・併合の比率

既発行株式数 ＋
新株式株式数×1株当たり払込金額

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 ×
時価

既発行株式数＋新発行株式数



(4) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

 
  

(5) 【大株主の状況】 

平成19年11月30日現在 

 
(注) 発行済株式総数に対する所有株式数の割合は小数点以下第３位を切り捨てて表示しております。 

  

年月日
発行済株式 
総数増減数 

(株)

発行済株式
総数残高 
(株)

資本金増減額
 

(千円)

資本金残高
 

(千円)

資本準備金 
増減額 
(千円)

資本準備金
残高 
(千円)

平成19年６月１日～ 
平成19年11月30日

― 20,805 ― 772,207 ― 715,847

氏名又は名称 住所
所有株式数

(株)

発行済株式 
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％)

高 野 健 一 東京都千代田区 5,039 24.22

ガンホー・パートナーズ合同会
社

東京都千代田区有楽町１－２－２ 3,120 14.99

日本エンタープライズ株式会社 東京都渋谷区渋谷１－17－８ 550 2.64

トリックスターズ・アレア 
有限会社 

東京都目黒区中根１－３－５ 380 1.82

日 野 洋 一 東京都目黒区 350 1.68

大 庭 俊 司 静岡県島田市 327 1.57

株式会社アトラス 東京都新宿区神楽坂４－８ 300 1.44

野心満々ファンド１号 
投資事業有限責任組合 

東京都中央区日本橋２－15－3 272 1.30

株式会社AMI 東京都豊島区南池袋１－10－13 250 1.20

株式会社テックアーツ 北海道札幌市東区北６東３－３－１ 212 1.01

計 ― 10,800 51.91



(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成19年11月30日現在 

 
  

② 【自己株式等】 

平成19年11月30日現在 

 
  

２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

  

 
(注) 株価は、大阪証券取引所市場(ニッポン・ニュー・マーケット―ヘラクレス)におけるものであります。 

  

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までの役員の異動は次のとおりであり

ます。 

(1) 退任役員 

 
  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ―

完全議決権株式(その他)  
普通株式 20,805 20,805

完全議決権株式であり、権利内容に
何ら限定のない当社における標準と
なる株式

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 20,805 ― ―

総株主の議決権 ― 20,805 ―

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 

(株)

他人名義
所有株式数 

(株)

所有株式数 
の合計 
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数 
の割合(％)

― ― ― ― ― ―

計 ― ― ― ― ―

月別 平成19年６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月

最高(円) 117,000 112,000 100,000 76,800 87,900 84,000

最低(円) 81,000 87,800 69,900 60,100 65,000 65,800

役名 職名 氏名 退任年月日

取締役 ― 山 崎 太 郎 平成19年９月30日



第５ 【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11年大蔵省令第24

号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 

 なお、前中間連結会計期間（平成18年６月１日から平成18年11月30日まで）は、改正前の中間連結財務諸表規則に基

づき、当中間連結会計期間（平成19年６月１日から平成19年11月30日まで）は、改正後の中間連結財務諸表規則に基づ

いて作成しております。 

  

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。以

下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

 なお、前中間会計期間（平成18年６月１日から平成18年11月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づき、

当中間会計期間（平成19年６月１日から平成19年11月30日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成して

おります。 

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間(平成18年６月１日から平成18年11月30日まで)及

び前中間会計期間(平成18年６月１日から平成18年11月30日まで)の中間連結財務諸表及び中間財務諸表については、み

すず監査法人により中間監査を受け、また金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当中間連結会計期間(平

成19年６月１日から平成19年11月30日まで)及び当中間会計期間(平成19年６月１日から平成19年11月30日まで)の中間連

結財務諸表及び中間財務諸表については、新日本監査法人により中間監査を受けております。 

 なお、当社の監査人は次のとおり交代しております。 

 第13期中間連結会計期間の中間連結財務諸表及び第13期中間会計期間の中間財務諸表 みすず監査法人 

 第14期中間連結会計期間の中間連結財務諸表及び第14期中間会計期間の中間財務諸表 新日本監査法人 

  



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

  

 
  

前中間連結会計期間末

(平成18年11月30日)

当中間連結会計期間末

(平成19年11月30日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年５月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 1,447,125 1,269,849 1,410,635

 ２ 売掛金 558,889 505,953 599,278

 ３ たな卸資産 135,136 114,745 123,806

 ４ その他 115,563 159,249 217,122

   貸倒引当金 △3,726 △9,299 △3,573

   流動資産合計 2,252,987 73.2 2,040,498 77.5 2,347,268 77.5

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産 ※１

  (1) 工具器具備品 72,182 68,973 68,235

  (2) その他 25,205 97,388 27,940 96,914 29,926 98,161

 ２ 無形固定資産

  (1) ソフトウェア 134,750 388,168 466,409

  (2) ソフトウェア 
    仮勘定

288,432 11,428 4,576

  (3) その他 4,085 427,268 4,261 403,858 3,765 474,750

 ３ 投資その他の資産

  (1) 繰延税金資産 168,034 22,803 27,930

  (2) その他 131,103 299,137 70,245 93,048 82,529 110,459

   固定資産合計 823,793 26.8 593,821 22.5 683,371 22.5

   資産合計 3,076,781 100.0 2,634,320 100.0 3,030,640 100.0



 
  

前中間連結会計期間末

(平成18年11月30日)

当中間連結会計期間末

(平成19年11月30日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年５月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 買掛金 18,797 17,444 17,427

 ２ 短期借入金 174,800 ― 91,400

 ３ 一年以内返済予定の 
   長期借入金

512,550 622,950 673,650

 ４ 未払金 88,063 49,063 129,280

 ５ 未払費用 179,689 172,016 155,021

 ６ 未払法人税等 5,977 6,869 ―

 ７ その他 47,110 43,924 17,309

   流動負債合計 1,026,988 33.4 912,268 34.6 1,084,088 35.8

Ⅱ 固定負債

 １ 長期借入金 1,181,200 558,250 791,600

   固定負債合計 1,181,200 38.4 558,250 21.2 791,600 26.1

   負債合計 2,208,188 71.8 1,470,518 55.8 1,875,688 61.9

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 565,142 772,207 772,207

 ２ 資本剰余金 508,782 715,847 715,847

 ３ 利益剰余金 △234,721 △325,408 △334,449

   株主資本合計 839,203 27.3 1,162,645 44.1 1,153,604 38.1

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 
   評価差額金

△16 △0.0 69 0.0 75 0.0

   評価・換算差額等 
   合計

△16 △0.0 69 0.0 75 0.0

Ⅲ 新株予約権 379 0.0 1,087 0.1 1,271 0.0

Ⅳ 少数株主持分 29,026 0.9 ― ― ― ―

   純資産合計 868,593 28.2 1,163,802 44.2 1,154,951 38.1

   負債純資産合計 3,076,781 100.0 2,634,320 100.0 3,030,640 100.0



② 【中間連結損益計算書】 

  

 
  

前中間連結会計期間

(自 平成18年６月１日
至 平成18年11月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年６月１日
至 平成19年11月30日)

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

(自 平成18年６月１日
至 平成19年５月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 1,160,234 100.0 1,309,024 100.0 2,516,895 100.0

Ⅱ 売上原価 581,115 50.1 761,744 58.2 1,384,369 55.0

   売上総利益 579,119 49.9 547,279 41.8 1,132,525 45.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 572,754 49.4 497,057 38.0 1,117,318 44.4

   営業利益 6,364 0.5 50,222 3.8 15,206 0.6

Ⅳ 営業外収益

 １ 保険解約益 1,694 ― 1,694

 ２ 法人税等還付加算金 ― 2,308 ―

 ３ その他 972 2,667 0.2 1,238 3,546 0.3 5,497 7,192 0.3

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 6,301 11,094 18,565

 ２ 株式交付費 42 ― 3,498

 ３ 持分法による投資損 
   失

3,065 12,202 4,906

 ４ その他 1,468 10,877 0.9 131 23,428 1.8 4,326 31,297 1.2

   経常利益又は経常損 
   失（△）

△1,845 △0.2 30,341 2.3 △8,897 △0.3

Ⅵ 特別利益

 １ 投資有価証券売却益 ― ― 16,630

 ２ 償却債権回収益 9 ― 9

 ３ 関係会社株式売却益 ― ― 8,953

 ４ 新株予約権戻入益 ― 9 0.0 703 703 0.1 ― 25,593 1.0

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産除却損 ※２ 5,648 249 9,933

 ２ のれん評価損 357,166 ― 357,166

 ３ ソフトウェア評価損 287,496 ― 265,225

 ４ 減損損失 ※３ 20,245 ― 20,245

 ５ その他 36,367 706,923 60.9 ― 249 0.0 57,309 709,880 28.2

   税金等調整前中間 
   純利益又は 
   税金等調整前中間 
   (当期)純損失（△）

△708,760 △61.1 30,794 2.4 △693,185 △27.5

   法人税、住民税 
   及び事業税

1,925 1,682 2,978

   法人税等調整額 △109,599 △107,674 △9.3 20,071 21,753 1.7 5,987 8,965 0.4

   少数株主損失 4,473 0.4 ― ― 5,810 0.2

   中間純利益 
   又は中間(当期) 
   純損失（△）

△596,612 △51.4 9,040 0.7 △696,340 △27.7



③ 【中間連結株主資本等変動計算書】 

前中間連結会計期間(自 平成18年６月１日 至 平成18年11月30日) 

  

 
  

 
  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成18年５月31日残高(千円) 559,202 502,842 361,891 1,423,936

中間連結会計期間中の変動額

 新株の発行 5,940 5,940 ― 11,880

 中間純損失 ― ― △596,612 △596,612

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)

― ― ― ―

中間連結会計期間中の変動額合計 
(千円)

5,940 5,940 △596,612 △584,732

平成18年11月30日残高(千円) 565,142 508,782 △234,721 839,203

評価・換算差額等

新株予約権
少数株主

持分
純資産合計その他 

有価証券 
評価差額金

評価・換算 
差額等合計

平成18年５月31日残高(千円) 34 34 15 13,207 1,437,193

中間連結会計期間中の変動額

 新株の発行 ― ― ― ― 11,880

 中間純損失 ― ― ― ― △596,612

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)

△50 △50 364 15,818 16,132

中間連結会計期間中の変動額合計 
(千円)

△50 △50 364 15,818 △568,600

平成18年11月30日残高(千円) △16 △16 379 29,026 868,593



当中間連結会計期間(自 平成19年６月１日 至 平成19年11月30日) 

 
  

 
  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成19年５月31日残高(千円) 772,207 715,847 △334,449 1,153,604

中間連結会計期間中の変動額

 中間純利益 ― ― 9,040 9,040

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)

― ― ― ―

中間連結会計期間中の変動額合計 
(千円)

― ― 9,040 9,040

平成19年11月30日残高(千円) 772,207 715,847 △325,408 1,162,645

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

評価・換算 
差額等合計

平成19年５月31日残高(千円) 75 75 1,271 1,154,951

中間連結会計期間中の変動額

 中間純利益 ― ― ― 9,040

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)

△6 △6 △183 △190

中間連結会計期間中の変動額合計 
(千円)

△6 △6 △183 8,850

平成19年11月30日残高(千円) 69 69 1,087 1,163,802



前連結会計年度(自 平成18年６月１日 至 平成19年５月31日) 

 
  

 
  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成18年５月31日残高(千円) 559,202 502,842 361,891 1,423,936

連結会計年度中の変動額

 新株の発行 213,004 213,004 ― 426,009

 当期純損失 ― ― △696,340 △696,340

 株主資本以外の項目の連結会計 
 年度中の変動額(純額)

― ― ― ―

連結会計年度中の変動額合計 
(千円)

213,004 213,004 △696,340 △270,331

平成19年５月31日残高(千円) 772,207 715,847 △334,449 1,153,604

評価・換算差額等

新株予約権
少数株主

持分
純資産合計その他 

有価証券 
評価差額金

評価・換算 
差額等合計

平成18年５月31日残高(千円) 34 34 15 13,207 1,437,193

連結会計年度中の変動額

 新株の発行 ― ― ― ― 426,009

 当期純損失 ― ― ― ― △696,340

 株主資本以外の項目の連結会計 
 年度中の変動額(純額)

41 41 1,256 △13,207 △11,910

連結会計年度中の変動額合計 
(千円)

41 41 1,256 △13,207 △282,241

平成19年５月31日残高(千円) 75 75 1,271 ― 1,154,951



④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

 
  

前中間連結会計期間

(自 平成18年６月１日

至 平成18年11月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年６月１日

至 平成19年11月30日)

前連結会計年度の

要約連結キャッシュ・

フロー計算書

(自 平成18年６月１日

至 平成19年５月31日)

区分
注記 

番号
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

Ⅰ 営業活動による 

  キャッシュ・フロー

 １ 税金等調整前中間純利益 

   又は税金等調整前中間(当期) 

   純損失（△）

△708,760 30,794 △693,185

 ２ 減価償却費 78,428 118,603 189,466

 ３ のれん償却額 11,445 ― 11,445

 ４ 株式報酬費用 364 519 1,256

 ５ 貸倒引当金の増加額（△は減少） △1,195 5,725 19,914

 ６ 受取利息及び受取配当金 △85 △599 △446

 ７ 保険解約益 △1,694 ― △1,694

 ８ 支払利息 6,301 11,094 18,565

 ９ 関係会社株式売却益 ― ― △8,953

 10 持分法による投資損益 3,065 12,202 4,906

 11 減損損失 20,245 ― 20,245

 12 事業所整理損 10,241 ― 13,943

 13 投資有価証券売却益 ― ― △16,630

 14 固定資産除却損 5,648 249 9,933

 15 ソフトウェア評価損 287,496 ― 265,225

 16 投資有価証券評価損 16,630 ― 35,870

 17 のれん評価損 357,166 ― 357,166

 18 新株予約権戻入益 ― △703 ―

 19 売上債権の減少額（△は増加） △ 21,464 93,324 △76,883

 20 たな卸資産の減少額 20,955 9,060 32,285

 21 仕入債務の増加額（△は減少） △7,763 16 △9,133

 22 未払金の増加額（△は減少） 17,277 △80,216 72,588

 23 未払費用の増加額 24,299 16,765 6,470

 24 未払消費税等の増加額 

  （△は減少）
△8,137 12,469 △8,651

 25 未払法人税等の増加額 

  （△は減少）
― 6,869 △79,614

 26 その他債権の増加額（△は減少） △56,195 42,857 △88,292

 27 その他債務の増加額（△は減少） 29,632 14,145 △3,877

    小計 83,900 293,180 71,919

 28 利息及び配当金の受取額 85 599 446

 29 利息の支払額 △7,478 △10,789 △19,760

 30 法人税等の支払額 △101,095 △1,682 △101,095

   営業活動による 

   キャッシュ・フロー
△24,588 281,308 △48,490



 
  

前中間連結会計期間

(自 平成18年６月１日

至 平成18年11月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年６月１日

至 平成19年11月30日)

前連結会計年度の

要約連結キャッシュ・

フロー計算書

(自 平成18年６月１日

至 平成19年５月31日)

区分
注記 

番号
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

 Ⅱ 投資活動による 

   キャッシュ・フロー

 １ 有形固定資産の取得による支出 △61,321 △17,265 △94,701

 ２ 無形固定資産の取得による支出 △192,028 △29,448 △306,204

 ３ 投資有価証券の売却による収入 ― ― 25,200

 ４ 投資その他の資産の取得による 

   支出
△23,447 ― △46,642

 ５ 投資その他の資産の回収による 

   収入
20,924 70 63,669

 ６ 連結範囲の変更を伴う関係会社 
   株式の売却による支出

― ― △12,010

 ７ 少数株主持分の取得による支出 △15,000 ― △15,000

    投資活動による 

   キャッシュ・フロー
△270,873 △46,643 △385,689

Ⅲ 財務活動による 

  キャッシュ・フロー

 １ 短期借入金の増減額(△減少額) △425,200 △91,400 △508,600

 ２ 長期借入金の借入による収入 1,150,000 ― 1,150,000

 ３ 長期借入金の返済額 △156,250 △284,050 △384,750

 ４ 株式発行による収入 11,880 ― 426,009

 ５ 子会社設立に伴う少数株主払込額 33,500 ― 33,500

   財務活動による 

   キャッシュ・フロー
613,930 △375,450 716,159

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 ― ― ―

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 

  （△は減少）
318,468 △140,785 281,978

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,128,656 1,410,635 1,128,656

Ⅶ 現金及び現金同等物の 

  中間期末(期末)残高
1,447,125 1,269,849 1,410,635



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

 
  

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年６月１日
至 平成18年11月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年６月１日
至 平成19年11月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年６月１日
至 平成19年５月31日)

１ 連結の範囲に関す

る事項

(1) 連結子会社の数 ３社

連結子会社名

ビーズマニア㈱

㈱ケイブアセットマ

ネジメント

㈱オレンジ・アン

ド・パートナーズ

平成18年９月１日に

新規設立した子会社の

㈱ケイブアセットマネ

ジメントと平成18年９

月５日に新規設立した

子会社㈱オレンジ・ア

ンド・パートナーズを

当中間連結会計期間よ

り連結の範囲に含めて

おります。

従来連結子会社であ

った㈱ケイブ・オンラ

イン・エンターテイメ

ントは、平成18年９月

１日に当社に吸収合併

され、連結子会社では

なくなりました。

(1) 連結子会社の数 １社

連結子会社名

ビーズマニア㈱

(1) 連結子会社の数 １社

連結子会社名

ビーズマニア㈱

 平成18年９月１日に新

規設立した子会社の㈱ケ

イブアセットマネジメン

トと平成18年９月５日に

新規設立した子会社㈱オ

レンジ・アンド・パート

ナーズを当連結会計期間

より連結の範囲に含めて

おります。 

 ㈱ ケ イ ブ・オ ン ラ イ

ン・エンターテイメント

は、平成18年９月１日に

当社に吸収合併され、連

結子会社ではなくなりま

した。 

 ㈱ケイブアセットマネ

ジメント及び㈱オレン

ジ・アンド・パートナー

ズは、平成19年３月31日

に株式譲渡したことによ

り、譲渡日以降連結の範

囲から除いております。

(2) 非連結子会社…なし (2) 非連結子会社…なし (2) 非連結子会社…なし

２ 持分法の適用に関

する事項

持分法適用関連会社の数

１社

   持分法適用関連会社名

   ミニ四駆ネットワーク 

   ス㈱

持分法適用関連会社の数

２社

   持分法適用関連会社名

   ミニ四駆ネットワーク 

   ス㈱

   タボット㈱

 タボット㈱は平成19年６

月６日の新規設立に伴い、

当中間連結会計期間より持

分法適用の関連会社となり

ました。

持分法適用関連会社の数

１社

   持分法適用関連会社名

   ミニ四駆ネットワーク 

   ス㈱

 

３ 連結子会社の中間

決算日(事業年度)

等に関する事項

すべての連結子会社の中間

期の末日は、中間連結決算

日と一致しております。

同 左 すべての連結子会社の 

決算日は、連結決算日と一

致しております。



  

 
  

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年６月１日
至 平成18年11月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年６月１日
至 平成19年11月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年６月１日
至 平成19年５月31日)

４ 会計処理基準に関

する事項

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法

① 有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

中間連結決算日の

市場価格等に基づく

時価法(評価差額は

全部純資産直入法に

より処理し、売却原

価は移動平均法によ

り算定)を採用して

おります。

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法

① 有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

同 左

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法

① 有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

決算期末日の市場

価格等に基づく時価

法(評価差額は全部

純資産直入法により

処理し、売却原価は

移動平均法により算

定)を採用しており

ます。

時価のないもの

移動平均法による

原価法を採用してお

ります。

時価のないもの

同 左

時価のないもの

同 左

② たな卸資産

(イ)商品

移動平均法による

原価法を採用してお

ります。

② たな卸資産

(イ)商品

同 左

② たな卸資産

(イ)商品

同 左

(ロ)仕掛品

個別法による原価

法を採用しておりま

す。

(ロ)仕掛品

同 左

(ロ)仕掛品

同 左

(ハ)貯蔵品

個別法による原価

法を採用しておりま

す。

(ハ)貯蔵品

同 左

(ハ)貯蔵品

同 左

③ デリバティブ

 時価法

―――――― ③ デリバティブ

 時価法



  

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年６月１日
至 平成18年11月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年６月１日
至 平成19年11月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年６月１日
至 平成19年５月31日)

(2) 重要な減価償却資産の
減価償却の方法

① 有形固定資産
定率法を採用してお

ります。
なお、主な耐用年数

は以下のとおりであり
ます。

(2) 重要な減価償却資産の
減価償却の方法

① 有形固定資産
定率法を採用してお

ります。
なお、主な耐用年数

は以下のとおりであり
ます。

(2) 重要な減価償却資産の
減価償却の方法

① 有形固定資産
旧定率法を採用して

おります。
なお、主な耐用年数

は以下のとおりであり
ます。

 

建物 ３年～15年

工具器具備品 ５年～６年
 

建物 ３年～15年

工具器具備品 ５年～６年

（会計処理の変更）
当中間連結会計期間

より法人税法の改正
（（所得税法等の一部
を改正する法律 平成
19年３月30日 法律第
６号）及び（法人税法
施行令の一部を改正す
る政令 平成19年３月
30日 政令第83号））
に伴い、当中間連結会
計期間開始の日以降に
取得した有形固定資産
については、改正後の
法人税法に基づく減価
償却の方法に変更して
おります。 
 なお、改正法人税法
では、平成19年４月１
日以降に取得した減価
償却資産に適用されま
すが、減価償却システ
ムの改訂の都合によ
り、当中間連結会計期
間開始の日以降に取得
した有形固定資産から
変更しております。 
 この変更に伴う損益
に与える影響は軽微で
あります。

（追加情報）
法人税法改正に伴

い、平成19年３月31日
以前に取得した資産に
ついては、改正前の法
人税法に基づく減価償
却の方法の適用により
取得価額の５％に到達
した連結会計年度の翌
連結会計年度より、取
得価額の５％相当額と
備忘価額との差額を５
年間にわたり均等償却
し、減価償却費に含め
て計上しております。 
 なお、当該変更に伴
う損益に与える影響は
軽微であります。

 

建物 ３年～15年

工具器具備品 ５年～６年

② 無形固定資産
定額法を採用してお

ります。
なお、ソフトウェア

については、社内にお
ける利用可能期間(1年
から5年)に基づく定額
法を採用しておりま
す。

② 無形固定資産
同 左

② 無形固定資産
同 左

③ 長期前払費用
定額法を採用してお

ります。

 ―――――― ③ 長期前払費用
同 左



 

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年６月１日
至 平成18年11月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年６月１日
至 平成19年11月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年６月１日
至 平成19年５月31日)

(3) 重要な繰延資産の処理
方法

(3) 重要な繰延資産の処理
方法

(3) 重要な繰延資産の処理
方法

① 株式交付費
支出時に全額費用と

して処理しておりま
す。

  ―――――― ① 株式交付費
支出時に全額費用と

して処理しておりま
す。
（繰延資産の会計処

理に関する当面の取扱
い）
当連結会計年度から

「繰延資産の会計処理
に関する当面の取扱
い」（企業会計基準委
員会平成18年８月11日
実務対応報告書第19
号）を適用しておりま
す。前連結会計年度ま
で営業外費用の内訳と
して表示していた「新
株発行費」は当連結会
計年度より「株式交付
費」として表示する方
法に変更しておりま
す。

(4) 重要な引当金の計上基
準

① 貸倒引当金
債権の貸倒れに備え

るため、一般債権につ
いては貸倒実績率によ
り、貸倒懸念債権等特
定の債権については個
別に回収可能性を勘案
し、回収不能見込額を
計上しております。

(4) 重要な引当金の計上基
準

① 貸倒引当金

同 左

(4) 重要な引当金の計上基
準

① 貸倒引当金

同 左

(5) 収益及び費用の計上基
準
インフォメーションプ

ロバイダー事業において
は、当社サーバーにて把
握した会員数の移動状況
等に基づき売上計上し、
後日携帯電話会社からの
支払通知書の到着時点で
当社計上額と支払通知額
との差額につき売上調整
しております。

(5) 収益及び費用の計上基
準

同 左

(5) 収益及び費用の計上基
準

同 左

(6) 重要なリース取引の処
理方法
リース物件の所有権が

借主に移転すると認めら
れるもの以外のファイナ
ンス・リース取引につい
ては、通常の賃貸借取引
に係る方法に準じた会計
処理によっております。

(6) 重要なリース取引の処
理方法

同 左

(6) 重要なリース取引の処
理方法

同 左



  

 

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年６月１日
至 平成18年11月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年６月１日
至 平成19年11月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年６月１日
至 平成19年５月31日)

(7) その他中間連結財務諸
表作成のための重要な
事項
消費税等の会計処理
消費税等の処理方法

は、税抜方式を採用し
ております。

(7) その他中間連結財務諸
表作成のための重要な
事項
消費税等の会計処理

同 左

(7) その他連結財務諸表作
成のための重要な事項
消費税等の会計処理

同 左

５ 中間連結キャッシ
ュ・フロー計算書
( 連 結 キ ャ ッ シ
ュ・フ ロ ー 計 算
書)における資金
の範囲

手許現金、随時引き出し可
能な預金及び容易に換金可
能であり、かつ、価値の変
動について僅少なリスクし
か負わない取得日から3ヶ
月以内に償還期限の到来す
る短期投資からなっており
ます。

同 左 同 左



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

会計処理方法の変更 

  

 
  

表示方法の変更 

  

 
  

注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

前中間連結会計期間
(自 平成18年６月１日
至 平成18年11月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年６月１日
至 平成19年11月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年６月１日
至 平成19年５月31日)

（企業結合に係る会計基準等）

 当中間連結会計期間より、「企

業結合に係る会計基準」（企業会

計審議会 平成15年10月31日）及

び「企業結合会計基準及び事業分

離等会計基準に関する適用指針」

（企業会計基準委員会 平成17年

12月27日 企業会計基準適用指針

第10号）を適用しております。

――――――

 

（企業結合に係る会計基準等）

 当連結会計年度より「企業結合

に係る会計基準」（企業会計審議

会 平成15年10月31日）及び「企

業結合会計基準及び事業分離等会

計基準に関する適用指針」（企業

会計基準委員会 最終改定平成18

年12月22日 企業会計基準適用指

針第10号）を適用しております。

 

前中間連結会計期間
(自 平成18年６月１日
至 平成18年11月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年６月１日
至 平成19年11月30日)

（中間連結貸借対照表）

１.前中間連結会計期間において、投資その他の資産

「その他」に含めて表示しておりました繰延税金資

産（前中間連結会計期間末40,033千円）について

は、資産総額の100分の５を超えたため、当中間連結

会計期間より区分掲記しております。

――――――

 

前中間連結会計期間末
(平成18年11月30日)

当中間連結会計期間末
(平成19年11月30日)

前連結会計年度末
(平成19年５月31日)

 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

110,812千円
 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

123,183千円
 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

105,505千円



(中間連結損益計算書関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年６月１日
至 平成18年11月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年６月１日
至 平成19年11月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年６月１日
至 平成19年５月31日)

 

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は次のと

おりであります。

回収費 65,974千円

広告宣伝費 34,649千円

役員報酬 61,315千円

給与手当 89,018千円

支払手数料 40,596千円

減価償却費 10,701千円

 
 

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は次のと

おりであります。

回収費 81,010千円

広告宣伝費 35,771千円

役員報酬 39,670千円

給与手当 84,641千円

支払手数料 29,397千円

減価償却費 11,010千円

 
 

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は次のと

おりであります。

回収費 134,973千円

広告宣伝費 72,039千円

役員報酬 112,435千円

給与手当 178,170千円

支払手数料 76,975千円

減価償却費 21,374千円

 

※２ 固定資産除却損の内訳は次の

とおりであります。

建物 4,027千円

工具器具備品 1,621千円

計 5,648千円
 

※２ 固定資産除却損の内訳は次の

とおりであります。

工具器具備品 249千円

計 249千円

※２ 固定資産除却損の内訳は次の

とおりであります。

建物 4,030千円

工具器具備品 5,903千円

計 9,933千円

 

※３ 減損損失

当社グループは、以下の資

産グループについて、減損損

失を計上しました。

用途 種類 場所

ビ ー ズ 販
売用店舗

建物、工
具器具備
品

東京都渋谷区

千葉県柏市

当社グループは、主として

事業セグメントの区分に従い

資産のグルーピングを行って

おります。

コマース事業については、

収益性の低下により継続的に

営業損失を計上しており、ビ

ーズ販売用店舗に係る資産グ

ループの帳簿価額を回収可能

価額まで減額し、当該減少額

を減損損失（20,245千円）と

して、特別損失に計上いたし

ました。

なお、当資産グループの回

収可能価額の算定方法は、主

たる固定資産の残存期間にお

ける将来キャッシュ・フロー

を5.0％で割り引いて算定して

おります。

――――――

 

※３ 減損損失 

当社グループは、以下の資

産グループについて、減損損

失を計上しました。

用途 種類 場所
金額 

（千円）

ビ ー ズ
販 売 用
店舗

建物、
工具器
具備品

東京都渋谷区 9,272

千葉県柏市 10,972

計 20,245

当社グループは、主として

事業セグメントの区分に従い

資産のグルーピングを行って

おります。

コマース事業については、

収益性の低下により継続的に

営業損失を計上しており、ビ

ーズ販売用店舗に係る資産グ

ループの帳簿価額を回収可能

価額まで減額し、当該減少額

を減損損失（20,245千円）と

して、特別損失に計上いたし

ました。

なお、当資産グループの回

収可能価額の算定方法は、主

たる固定資産の残存期間にお

ける将来キャッシュ・フロー

を5.0％で割り引いて算定して

おります。



(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

前中間連結会計期間(自 平成18年６月１日 至 平成18年11月30日) 

１ 発行済株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、次の通りであります。 

ストックオプション行使による増加 

  
  

２ 新株予約権等に関する事項 

 
(注) １ 目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております。 

２ 第４回新株予約権及び第５回新株予約権は、ストックオプションによる新株予約権であります。 

３ 第４回新株予約権及び第５回新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。 
  
  
当中間連結会計期間(自 平成19年６月１日 至 平成19年11月30日) 

１ 発行済株式に関する事項 

   
  
  

２ 新株予約権等に関する事項 

 
(注) １ 目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております。 

２ 第４回、第５回、第６回、第７回新株予約権は、ストックオプションによる新株予約権であります。 

３ 第４回、第５回、第６回、第７回新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。 
  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

  普通株式(株) 18,516 99 － 18,615

会社名 内訳
目的となる 
株式の種類

目的となる株式の数(株) 当中間連結
会計期間 
末残高 
（千円）

前連結
会計年度末

増加 減少
当中間連結 
会計期間末

提出会社

第２回新株予約権 普通株式 30 ― ― 30 15

第４回新株予約権 普通株式 ― ― ― ― 262

第５回新株予約権 普通株式 ― ― ― ― 102

合計 30 ― ― 30 379

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

  普通株式(株) 20,805 ― ― 20,805

会社名 内訳
目的となる 
株式の種類

目的となる株式の数(株) 当中間連結
会計期間 
末残高 
（千円）

前連結
会計年度末

増加 減少
当中間連結 
会計期間末

提出会社

第２回新株予約権 普通株式 30 ― ― 30 15

第４回新株予約権 普通株式 ― ― ― ― 631

第５回新株予約権 普通株式 ― ― ― ― 336

第６回新株予約権 普通株式 ― ― ― ― 49

第７回新株予約権 普通株式 ― ― ― ― 56

合計 30 ― ― 30 1,087



前連結会計年度(自 平成18年６月１日 至 平成19年５月31日) 

１ 発行済株式に関する事項 

 
（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、次の通りであります。 

ストックオプション行使による増加         99株 

第三者割当増資に伴う新株発行による増加    2,190株 

  

２ 新株予約権等に関する事項 

 
(注) １ 目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております。 

２ 第４回新株予約権及び第５回新株予約権は、ストックオプションによる新株予約権であります。 

３ 第４回新株予約権及び第５回新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。 

  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

  普通株式(株) 18,516 2,289 ― 20,805

会社名 内訳
目的となる 
株式の種類

目的となる株式の数(株) 当連結 
会計年度 
末残高 
（千円）

前連結
会計年度末

増加 減少
当連結 

会計年度末

提出会社

第２回新株予約権 普通株式 30 ― ― 30 15

第４回新株予約権 普通株式 ― ― ― ― 872

第５回新株予約権 普通株式 ― ― ― ― 384

合計 30 ― ― 30 1,271



(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年６月１日
至 平成18年11月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年６月１日
至 平成19年11月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年６月１日
至 平成19年５月31日)

１ 現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

(平成18年11月30日現在)

現金及び預金 1,447,125千円

現金及び 
現金同等物

1,447,125千円

１ 現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

(平成19年11月30日現在)

現金及び預金 1,269,849千円

現金及び 
現金同等物

1,269,849千円

１ 現金及び現金同等物の期末残高

と連結貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係

(平成19年５月31日現在)

現金及び預金 1,410,635千円

現金及び
現金同等物

1,410,635千円



次へ 

(リース取引関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年６月１日
至 平成18年11月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年６月１日
至 平成19年11月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年６月１日
至 平成19年５月31日)

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引

（借主側）

①リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損

失累計額相当額及び中間期末残

高相当額

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引

（借主側）

①リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引

（借主側）

①リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損

失累計額相当額及び期末残高相

当額

 

取得価額 
相当額 
(千円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円)

中間期末
残高 

相当額 
(千円)

工具器具 
備品

2,464 557 1,906

合計 2,464 557 1,906

 
 

取得価額
相当額 
(千円)

減価償却
累計額 
相当額 
(千円)

中間期末
残高 

相当額 
(千円)

工具器具 
備品

2,464 1,050 1,414

合計 2,464 1,050 1,414

 
 

取得価額
相当額 
(千円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円)

期末残高 
相当額 
(千円)

工具器具
備品

2,464 803 1,660

合計 2,464 803 1,660

 

 

②未経過リース料中間期末残高相

当額等

未経過リース料中間期末残高相

当額

１年以内 480千円

１年超 1,452千円

合計 1,932千円

 
 

②未経過リース料中間期末残高相

当額等

未経過リース料中間期末残高相

当額

１年以内 494千円

１年超 957千円

合計 1,452千円

 
 

②未経過リース料期末残高相当額

等

未経過リース料期末残高相当額 

 

１年以内 487千円

１年超 1,207千円

合計 1,694千円

 

 

③支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損

失

支払リース料 276千円

減価償却費相当額 275千円

支払利息相当額 26千円

 
 

③支払リース料、減価償却費相当

額、支払利息相当額 

 

 

支払リース料 265千円

減価償却費相当額 246千円

支払利息相当額 23千円

 
 

③支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損

失

支払リース料 542千円

減価償却費相当額 521千円

支払利息相当額 54千円

 

④減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法

減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法によ

っております。

④減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法

減価償却費相当額の算定方法

   同 左

④減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法

減価償却費相当額の算定方法

   同 左

利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の

取得価額相当額との差額を利息

相当額とし、各期への配分方法

については、利息法によってお

ります。

利息相当額の算定方法

   同 左

利息相当額の算定方法

   同 左

（減損損失について）

リース資産に配分された減損

損失はありません。

―――――― （減損損失について）

リース資産に配分された減損

損失はありません。



(有価証券関係) 

前中間連結会計期間末(平成18年11月30日) 

１.その他有価証券で時価のあるもの 

 
  

２.時価評価されていない主な有価証券の内容 

 
  

当中間連結会計期間末(平成19年11月30日) 

１.その他有価証券で時価のあるもの 

 
  

２.時価評価されていない主な有価証券の内容 

 
  

前連結会計年度末(平成19年５月31日) 

１.その他有価証券で時価のあるもの 

 
  

２.当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

 
  

３.時価評価されていない主な有価証券の内容 

 
  

取得原価 
（千円）

中間連結貸借対照表計
上額（千円）

差 額 
（千円）

株式 490 463 △27

合計 490 463 △27

中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券
非上場株式 27,809

取得原価 
（千円）

中間連結貸借対照表計
上額（千円）

差 額 
（千円）

株式 490 607 117

合計 490 607 117

中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券
非上場株式 0

取得原価 
（千円）

連結貸借対照表計上額 
（千円）

差 額 
（千円）

株式 490 618 128

合計 490 618 128

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

25,200 16,630 ―

連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券
非上場株式 ―



(デリバティブ取引関係) 

前中間連結会計期間(自 平成18年６月１日 至 平成18年11月30日) 

１. 取引の状況に関する事項 

 
  

２. 取引の時価等に関する事項 

    デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

    （1）商品関連 

 
 （注）時価の算定方法は、商品取引所の最終価格によっております。 

前中間連結会計期間
(自 平成18年６月１日
至 平成18年11月30日)

(1) 取引の内容

 当社グループが取扱っているデリバティブ取引は以下のとおりで

す。

① 商品先物取引

 国内外の商品取引所が開設する商品市場に上場されている各種商

品の先物取引及び商品オプション取引

(2) 取引に対する取組方針

① 商品先物取引

 デリバティブ取引については、リスク管理が重要と認識してお

り、当社グループの財務状況等を考慮して、あらかじめ定めた運用

ルールやポジション枠内での取引で、収益獲得を目指しておりま

す。

(3) 取引の利用目的

① 商品先物取引

 収益獲得を目的とした自己取引を目的として利用しております。

(4) 取引に係るリスクの内容

 当社グループが利用している商品先物取引や商品オプション取引

は、それぞれ商品先物相場における価格変動のリスクを有しており

ます。

 商品先物取引に関するデリバティブ取引は、公的な市場における

取引であることから、契約履行上のリスクはきわめて軽微と判断し

ております。

(5) 取引に係るリスク管理体制

 当社グループにおけるデリバティブ取引の基本方針は取締役会に

て決定され、その運用・管理については、「運用管理規程」及び

「リスク管理規程」に従い運用を行っております。 

 運用担当者は、取引照合精査を行うバックオフィス部門及び運用

管理を行うミドルオフィス部門に対して取引の実績報告を行ってお

ります。また、運用管理責任者は、取締役会に対して毎月、運用実

績報告を行っております。

(6) 取引の価格等に関する事項についての補足説明

 商品先物取引の評価損益は、金融商品に係る会計基準を適用し、

連結損益計算書の売上高もしくは売上原価に含めて計上しておりま

す。

区分 種類 契約額等（千円）
契約額等のうち
１年超（千円）

時価（千円） 評価損益（千円）

市場取引

商品先物取引

 国内市場

  石油市場

   売建 ― ― ― ―

   買建 73,111 ― 73,104 △7



次へ 

当中間連結会計期間(自 平成19年６月１日 至 平成19年11月30日) 

 当社グループは、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

  

前連結会計年度(自 平成18年６月１日 至 平成19年５月31日) 

１. 取引の状況に関する事項 

 
  

２. 取引の時価等に関する事項 

    デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

    （1）商品関連 

 
 （注）時価の算定方法は、商品取引所の最終価格によっております。 

当連結会計年度
(自 平成18年６月１日
至 平成19年５月31日)

(1) 取引の内容

 当社グループが取扱っているデリバティブ取引は以下のとおりで

す。

① 商品先物取引

 国内外の商品取引所が開設する商品市場に上場されている各種商

品の先物取引及び商品オプション取引

(2) 取引に対する取組方針

① 商品先物取引

 デリバティブ取引については、リスク管理が重要と認識してお

り、当社グループの財務状況等を考慮して、あらかじめ定めた運用

ルールやポジション枠内での取引で、収益獲得を目指しておりま

す。

(3) 取引の利用目的

① 商品先物取引

 収益獲得を目的とした自己取引を目的として利用しております。

(4) 取引に係るリスクの内容

 当社グループが利用している商品先物取引や商品オプション取引

は、それぞれ商品先物相場における価格変動のリスクを有しており

ます。

 商品先物取引に関するデリバティブ取引は、公的な市場における

取引であることから、契約履行上のリスクはきわめて軽微と判断し

ております。

(5) 取引に係るリスク管理体制

 当社グループにおけるデリバティブ取引の基本方針は取締役会に

て決定され、その運用・管理については、「運用管理規程」及び

「リスク管理規程」に従い運用を行っております。 

 運用担当者は、取引照合精査を行うバックオフィス部門及び運用

管理を行うミドルオフィス部門に対して取引の実績報告を行ってお

ります。また、運用管理責任者は、取締役会に対して毎月、運用実

績報告を行っております。

(6) 取引の価格等に関する事項についての補足説明

 商品先物取引の評価損益は、金融商品に係る会計基準を適用し、

連結損益計算書の売上高もしくは売上原価に含めて計上しておりま

す。

区分 種類 契約額等（千円）
契約額等のうち
１年超（千円）

時価（千円） 評価損益（千円）

市場取引

商品先物取引

 国内市場

  石油市場

   売建 ― ― ― ―

   買建 ― ― ― ―



(ストック・オプション等関係) 

前中間連結会計期間(自 平成18年６月１日 至 平成18年11月30日) 

１. 当該中間連結会計期間における費用計上額及び科目名 

     販売費及び一般管理費の株式報酬費用   364千円 

  

２. ストック・オプションの内容及び規模 

 
  

当中間連結会計期間(自 平成19年６月１日 至 平成19年11月30日) 

１. 当該中間連結会計期間における費用計上額及び科目名 

     販売費及び一般管理費の株式報酬費用   519千円 

     特別利益の新株予約権戻入益       703千円 

  

２. ストック・オプションの内容及び規模 

当中間連結会計期間に付与したストックオプションの内容は以下のとおりであります。 

会社名 提出会社

決議年月日 平成18年９月27日

付与対象者の区分及び人数
当社取締役 ４名
当社従業員 22名

株式の種類及び付与数（数） 普通株式 712

付与日 平成18年10月18日

権利確定条件
付与日（平成18年10月18日）以降、権利確定日（平成21年８月31日）ま
で継続して勤務していること。

対象勤務期間 平成18年10月18日～平成21年８月31日

権利行使期間 平成21年９月１日～平成25年８月31日

権利行使価格（円） 282,293

付与日における公正な評価単価（円） 6,975

会社名 提出会社

決議年月日 平成19年10月17日

付与対象者の区分及び人数
当社取締役  ２名 

当社従業員   30名

株式の種類及び付与数 普通株式   382株

付与日 平成19年11月１日

権利確定条件 付与日（平成19年11月１日）以降、権利確定日（平成22年９月30

日）まで継続して勤務していること。

対象勤務期間 平成19年11月１日～平成22年９月30日

権利行使期間 平成22年10月１日～平成26年９月30日

権利行使価格（円） 82,248

付与日における公正な評価単価（円） 8,311



前連結会計年度(自 平成18年６月１日 至 平成19年５月31日) 

(1)前連結会計年度における費用計上額及び科目名 

  販売費及び一般管理費の株式報酬費用  1,256千円 

  

(2)ストック・オプションの内容 

 
  

(3)ストック・オプションの規模及びその変動状況 

①ストック・オプションの数                     （単位：株） 

 
  

会社名 提出会社 提出会社

決議年月日 平成15年８月27日 平成18年９月27日

付与対象者の区分及び人数

当社取締役  ４名 

当社監査役   １名 

当社従業員  47名

当社取締役  ４名 

当社従業員   22名

株式の種類及び付与数 普通株式   900株 普通株式   712株

付与日 平成16年５月28日 平成18年10月18日

権利確定条件 付 与日（平 成 16 年５ 月 28

日）以降、権利確定日（平

成17年９月30日）まで継続

して勤務していること。

付与日（平成18年10月18日）

以降、権利確定日（平成21年

８月31日）まで継続して勤務

していること。

対象勤務期間 平成16年５月28日～平成17

年９月30日

平成18年10月18日～平成21年

８月31日

権利行使期間 平成17年10月１日～平成20

年９月30日

平成21年９月１日～平成25年

８月31日

会社名 提出会社 提出会社

決議年月日 平成15年８月27日 平成18年９月27日

権利確定前

期首 － －

付与 － 712

失効 － 93

権利確定 － －

未確定残 － 619

権利確定後

期首 348 －

権利確定 － －

権利行使 99 －

失効 － －

未行使残 249 －



前へ 

②単価情報                            （単位：円） 

 
  

(4)当連結会計年度に付与された自社株式オプションの公正な評価単価の見積方法 

①使用した算定技法 

 ブラック・ショールズ方式 

②使用した主な基礎数値及びその見積方法 

 （イ）株価変動性 9.8％ 

    当社は、上場後日が浅く予想残存期間に対応する株価変動性を見積もることが出来ないた 

    め、「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指針」に基づき、当社と類似する企業 

    に関する株価変動性の見積を加重平均することにより不足する情報量を補っております。 

     なお、株価変動性の見積に使用した株価実績は以下の期間に係るものであります。 

     類似企業 平成16年９月１日から平成18年10月16日まで 

 （ロ）予想残存期間 3.5年 

    十分なデータの蓄積が無く、合理的な見積が困難であるため、権利行使期間の中間点におい 

    て行使されるものと推定して見積もっております。 

 （ハ）予想配当 ０円 

    配当実績がないため、１株当たり年間配当額を０円としております。 

 （ニ）無リスク利子率  1.52％ 

    予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回り 

③ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

 基本的には、将来の失効数の合理的な見積は困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を 

 採用しております。 

  

会社名 提出会社 提出会社

決議年月日 平成15年８月27日 平成18年９月27日

権利行使価格 120,000 282,293

行使時平均株価 391,000 －

付与日における公正な評価単価 － 6,975



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成18年６月１日 至 平成18年11月30日) 

 
（注）１.事業区分の方法 

     事業は、製品等の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

   ２．各区分に属する主な製品等 

 
   ３.営業費用は全て各セグメントに配賦しているため、配賦不能営業費用として「消去又は全社」の

項目に含めたものはありません。 

  

インフォメ

ーションプ

ロバイダー

事業 

（千円）

コマース 

事業 

（千円）

ゲーム 

開発事業 

（千円）

オンライン 

事業 

（千円）

その他 

（千円）
計（千円）

消去又は 

全社 

（千円）

連結 

（千円）

売上高

(1) 外部顧客に対す

る売上高
660,478 343,642 117,385 ― 38,728 1,160,234 ― 1,160,234

(2) セグメント間の

内部売上高又は振替

高

― ― ― ― ― ― ― ―

計 660,478 343,642 117,385 ― 38,728 1,160,234 ― 1,160,234

営業費用 543,697 392,774 106,473 65,050 49,834 1,157,830 (3,960) 1,153,870

営業利益 

又は営業損失(△)
116,780 △49,131 10,912 △65,050 △11,106 2,404 3,960 6,364

事業区分 主要製品等

インフォメーションプロバイダー事業 モバイルコンテンツ

コマース事業 ビーズアクセサリー等

ゲーム開発事業 業務用ゲームソフト等

オンライン事業 オンライン・ネットワーク型ゲーム等

その他 プロデュース等サービス、資産運用等



当中間連結会計期間(自 平成19年６月１日 至 平成19年11月30日) 

 
（注）１．事業区分の方法 

     事業は、製品等の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

   ２．各区分に属する主な製品等 

 
   ３．営業費用は全て各セグメントに配賦しているため、配賦不能営業費用として「消去又は全社」の

項目に含めたものはありません。 

   ４．前連結会計年度中（平成19年３月31日）において、「その他事業」（プロデュース等サービス、

資産運用等）を行う㈱ケイブアセットマネジメント及び㈱オレンジ・アンド・パートナーズの株

式を譲渡したことにより、両社を譲渡日以降連結の範囲から除いたことに伴い、当中間連結会計

期間より、「その他事業」について区分表示をしておりません。 

   ５.事業の種類別セグメントの変更 

 従来、当社グループにおける「ゲーム開発事業」及び「オンライン事業」のライツ商品等の所

属セグメントは、「コマース事業」でありましたが、①ライツ商品等の所管事業部門の組織変更

が為されたこと。②オンライン事業の本格展開によるタイトル増加に伴い、今後、拡大が見込ま

れることなどから、ライツ商品等の実態をより適正に反映するため、当中間連結会計期間より、

その派生事業である「ゲーム開発事業」と「オンライン事業」に含めることとしました。 

 従来の事業区分によった場合の事業の種類別セグメント情報は下記のとおりであります。 

  

インフォメー

ションプロバ

イダー事業 

（千円）

コマース 

事業 

（千円）

ゲーム 

開発事業 

（千円）

オンライン 

事業 

（千円）

計（千円）

消去又は 

全社 

（千円）

連結 

（千円）

売上高

(1) 外部顧客に対す

る売上高
645,612 240,286 107,761 315,363 1,309,024 ― 1,309,024

(2) セグメント間の

内部売上高又は振替

高

― ― ― ― ― ― ―

計 645,612 240,286 107,761 315,363 1,309,024 ― 1,309,024

営業費用 484,391 260,437 98,125 415,847 1,258,802 ― 1,258,802

営業利益 

又は営業損失(△)
161,221 △20,150 9,635 △100,483 50,222 ― 50,222

事業区分 主要製品等

インフォメーションプロバイダー事業 モバイルコンテンツ

コマース事業 ビーズアクセサリー等

ゲーム開発事業 業務用ゲームソフト・ライツ商品等

オンライン事業
オンライン・ネットワーク型ゲーム・ライツ商
品等



当中間連結会計期間(自 平成19年６月１日 至 平成19年11月30日) 

 
（注）１.事業区分の方法 

     事業は、製品等の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

   ２．各区分に属する主な製品等 

 
  

インフォメー

ションプロバ

イダー事業 

（千円）

コマース 

事業 

（千円）

ゲーム 

開発事業 

（千円）

オンライン 

事業 

（千円）

計（千円）

消去又は 

全社 

（千円）

連結 

（千円）

売上高

(1) 外部顧客に対す

る売上高
645,612 259,837 88,351 315,223 1,309,024 ― 1,309,024

(2) セグメント間の

内部売上高又は振替

高

― ― ― ― ― ― ―

計 645,612 259,837 88,351 315,223 1,309,024 ― 1,309,024

営業費用 484,391 273,591 86,415 414,403 1,258,802 ― 1,258,802

営業利益 

又は営業損失(△)
161,221 △13,754 1,936 △99,180 50,222 ― 50,222

事業区分 主要製品等

インフォメーションプロバイダー事業 モバイルコンテンツ

コマース事業 ビーズアクセサリー等

ゲーム開発事業 業務用ゲームソフト等

オンライン事業 オンライン・ネットワーク型ゲーム等



前連結会計年度(自 平成18年６月１日 至 平成19年５月31日) 

 
（注）１．事業区分の方法 

     事業は、製品等の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

   ２．各区分に属する主な製品等 

 
  

３．営業費用は全て各セグメントに配賦しているため、配賦不能営業費用として「消去又は全社」の

項目に含めたものはありません。 

  

インフォメー

ションプロバ

イダー事業 

(千円)

コマース 

事業 

(千円)

ゲーム 

開発事業 

(千円)

オンライン

事業 

(千円)

その他 

事業 

(千円)

計 

(千円)

消去又は 

全社 

(千円)

連結 

(千円)

Ⅰ売上高及び営業損益

売上高

（1）外部顧客に対す

る売上高
1,311,766 697,041 290,631 65,253 152,201 2,516,895 － 2,516,895

（2）セグメント間の

内部売上高又は振替

高

－ － － － － － － －

計 1,311,766 697,041 290,631 65,253 152,201 2,516,895 － 2,516,895

営業費用 1,119,205 732,741 243,328 250,859 163,293 2,509,428 △7,740 2,501,688

営業利益 

又は営業損失(△)
192,561 △35,699 47,303 △185,605 △11,091 7,466 7,740 15,206

事業区分 主要製品等

インフォメーションプロバイダー事業 モバイルコンテンツ

コマース事業 ビーズアクセサリー等

ゲーム開発事業 業務用ゲームソフト等

オンライン事業 オンライン・ネットワーク型ゲーム等

その他事業 プロデュース等サービス、資産運用等



 【所在別セグメント情報】 

     前中間連結会計期間（自 平成18年６月１日 至 平成18年11月30日） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

     当中間連結会計期間（自 平成19年６月１日 至 平成19年11月30日） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

     前連結会計年度（自 平成18年６月１日 至 平成19年５月31日） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

  

 【海外売上高】 

     前中間連結会計期間（自 平成18年６月１日 至 平成18年11月30日） 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

     当中間連結会計期間（自 平成19年６月１日 至 平成19年11月30日） 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

     前連結会計年度（自 平成18年６月１日 至 平成19年５月31日） 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  



(１株当たり情報) 

  

 
(注) １株当たり中間純利益又は中間(当期)純損失及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎

は、以下のとおりであります。 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年６月１日
至 平成18年11月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年６月１日
至 平成19年11月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年６月１日
至 平成19年５月31日)

１株当たり純資産額 45,081円27銭 １株当たり純資産額 55,886円33銭 １株当たり純資産額 55,452円09銭

 

１株当たり中間純損
失

32,107円03銭
 

１株当たり中間純利
益

434円55銭
 

１株当たり当期純損
失

36,362円43銭

 なお、潜在株式調整後１株当た
り中間純利益については、潜在株
式が存在しますが１株当たり中間
純損失であるため記載しておりま
せん。

 

潜在株式調整後
１株当たり中間純利益

434円25銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当
期純利益については、潜在株式が存在
しますが１株当たり当期純損失である
ため記載しておりません。

項   目
前中間連結会計期間

(自 平成18年６月１日
至 平成18年11月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年６月１日
至 平成19年11月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年６月１日
至 平成19年５月31日)

１株当たり中間純利益又は中間
(当期)純損失（△）

中間純利益又は中間(当期)
純損失（△）(千円)

△596,612 9,040 △696,340

普通株主に帰属しない金額
(千円)

― ― ―

普通株式に係る中間 
純利益又は中間(当期)純損失 
（△）(千円)

△596,612 9,040 △696,340

普通株式の期中平均株式数(株) 18,582 20,805 19,150

潜在株式調整後１株当たり
中間(当期)純利益

中間(当期)純利益調整額(千円) ― ― ―

普通株式増加数(株) 195 14 ―

（うち新株予約権）（株） (195) (14) (―)

希薄化効果を有しないため、潜
在株式調整後１株当たり中間
（当期）純利益の算定に含まれ
なかった潜在株式の概要

― ― ―



(重要な後発事象) 

  

 
  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  

前中間連結会計期間
(自 平成18年６月１日
至 平成18年11月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年６月１日
至 平成19年11月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年６月１日
至 平成19年５月31日)

第三者割当増資による新株発行

当社は、平成19年２月２日開催の

取締役会において、下記のとおり第

三者割当増資による新株発行の決議

を行いました。払込期日は平成19年

２月28日であり、払込の完了により

資本金は772百万円、発行済株式総数

は20,805株となる予定であります。

①  発行する株式の種類及び数

普通株式 2,190株

②  発行価格

１株につき 189,100円

③  発行価格の総額

414,129千円

④  資本組入額の総額

207,064千円

  

⑤  申込期間

平成19年２月28日

⑥  払込期日

平成19年２月28日

  

⑦  割当先

ガンホー・パートナーズ合同会 

 社

⑧  資金の使途

オンライン事業の業務拡大のた

めの開発制作資金に充当する予定

であります。

―――――― ――――――



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

 
  

前中間会計期間末

(平成18年11月30日)

当中間会計期間末

(平成19年11月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年５月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 1,341,424 1,219,445 1,349,600

 ２ 売掛金 471,356 464,927 559,001

 ３ たな卸資産 35,541 26,077 37,150

 ４ その他 61,132 157,829 203,194

   貸倒引当金 △3,726 △6,749 △3,573

   流動資産合計 1,905,728 65.3 1,861,529 71.2 2,145,375 72.1

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産 ※１

  (1) 工具器具備品 65,843 61,258 62,255

  (2) その他 22,239 25,516 27,087

   有形固定資産合計 88,083 86,774 89,343

 ２ 無形固定資産

  (1) ソフトウェア 132,523 377,312 454,766

  (2) ソフトウェア仮勘定 288,432 11,428 4,576

  (3) その他 4,059 4,235 3,739

   無形固定資産合計 425,015 392,976 463,082

 ３ 投資その他の資産

  (1) 敷金 51,988 54,245 54,315

  (2) 関係会社株式 233,980 192,480 177,480

  (3) 繰延税金資産  168,034 22,803 27,930

  (4) その他 46,750 3,553 18,564

   投資その他の 
   資産合計

500,753 273,082 278,290

   固定資産合計 1,013,852 34.7 752,833 28.8 830,716 27.9

   資産合計 2,919,580 100.0 2,614,362 100.0 2,976,092 100.0



前中間会計期間末

(平成18年11月30日)

当中間会計期間末

(平成19年11月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年５月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 買掛金 8,086 6,189 6,715

 ２ 短期借入金 174,800 ― 91,400

 ３ 一年以内返済予定の 
   長期借入金

487,550 604,200 648,650

 ４ 未払金 47,214 38,909 118,888

 ５ 未払費用 169,704 167,453 150,180

 ６ 未払法人税等 4,651 5,963 ―

 ７ その他 ※２ 14,203 41,306 16,956

   流動負債合計 906,209 31.1 864,021 33.0 1,032,790 34.7

Ⅱ 固定負債

 １ 長期借入金 1,162,450 558,250 785,350

   固定負債合計 1,162,450 39.8 558,250 21.4 785,350 26.4

   負債合計 2,068,659 70.9 1,422,271 54.4 1,818,140 61.1

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 565,142 19.4 772,207 29.5 772,207 25.9

 ２ 資本剰余金

  (1) 資本準備金 508,782 715,847 715,847

   資本剰余金合計 508,782 17.4 715,847 27.4 715,847 24.1

 ３ 利益剰余金

  (1) 利益準備金 870 870 870

  (2) その他利益剰余金

    別途積立金 10,000 10,000 10,000

    繰越利益剰余金 △234,236 △307,989 △342,319

   利益剰余金合計 △223,366 △7.7 △297,119 △11.3 △331,449 △11.1

   株主資本合計 850,558 29.1 1,190,934 45.6 1,156,604 38.9

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 
   評価差額金

△16 △0.0 69 0.0 75 0.0

   評価・換算差額等 
   合計

△16 △0.0 69 0.0 75 0.0

Ⅲ 新株予約権 379 0.0 1,087 0.0 1,271 0.0

   純資産合計 850,921 29.1 1,192,091 45.6 1,157,951 38.9

   負債純資産合計 2,919,580 100.0 2,614,362 100.0 2,976,092 100.0



② 【中間損益計算書】 

  

 
  

前中間会計期間

(自 平成18年６月１日
至 平成18年11月30日)

当中間会計期間

(自 平成19年６月１日
至 平成19年11月30日)

前事業年度の
要約損益計算書

(自 平成18年６月１日
至 平成19年５月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 883,989 100.0 1,124,842 100.0 1,889,307 100.0

Ⅱ 売上原価 468,206 53.0 697,598 62.0 1,107,881 58.6

   売上総利益 415,783 47.0 427,244 38.0 781,425 41.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費 356,788 40.3 366,511 32.6 718,101 38.0

   営業利益 58,995 6.7 60,732 5.4 63,323 3.4

Ⅳ 営業外収益 ※１ 6,250 0.7 5,512 0.5 12,832 0.6

Ⅴ 営業外費用 ※２ 6,784 0.8 11,055 1.0 22,490 1.2

   経常利益 58,460 6.6 55,190 4.9 53,665 2.8

Ⅵ 特別利益 ※３ 9 0.0 703 0.1 16,639 0.9

Ⅶ 特別損失
※４ 
※５

778,079 88.0 ― ― 781,245 41.3

   税引前中間純利益 
   又は税引前中間 
   (当期)純損失(△）

△719,609 △81.4 55,893 5.0 △710,940 △37.6

   法人税、住民税 
   及び事業税

1,335 1,492 2,500

   法人税等調整額 △110,391 △109,056 △12.3 20,071 21,563 1.9 5,195 7,695 0.4

   中間純利益又は中間 
   (当期)純損失(△）

△610,553 △69.1 34,329 3.1 △718,636 △38.0



③ 【中間株主資本等変動計算書】 

前中間会計期間(自 平成18年６月１日 至 平成18年11月30日) 

  

 
  

 
  

 
  

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 資本剰余金合計

平成18年５月31日残高(千円) 559,202 502,842 502,842

中間会計期間中の変動額

 新株の発行 5,940 5,940 5,940

 中間純損失 ― ― ―

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)

― ― ―

中間会計期間中の変動額合計 
(千円)

5,940 5,940 5,940

平成18年11月30日残高(千円) 565,142 508,782 508,782

株主資本

利益剰余金

株主資本合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金合計

別途積立金 繰越利益剰余金

平成18年５月31日残高(千円) 870 10,000 376,316 387,186 1,449,231

中間会計期間中の変動額

 新株の発行 ― ― ― ― 11,880

 中間純損失 ― ― △610,553 △610,553 △610,553

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)

― ― ― ― ―

中間会計期間中の変動額合計 
(千円)

― ― △610,553 △610,553 △598,673

平成18年11月30日残高(千円) 870 10,000 △234,236 △223,366 850,558

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年５月31日残高(千円) 34 34 15 1,449,281

中間会計期間中の変動額

 新株の発行 ― ― ― 11,880

 中間純損失 ― ― ― △610,553

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)

△50 △50 364 313

中間会計期間中の変動額合計 
(千円)

△50 △50 364 △598,359

平成18年11月30日残高(千円) △16 △16 379 850,921



当中間会計期間(自 平成19年６月１日 至 平成19年11月30日) 

  

 
  

 
  

 
  

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 資本剰余金合計

平成19年５月31日残高(千円) 772,207 715,847 715,847

中間会計期間中の変動額

 中間純利益 ― ― ―

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)

― ― ―

中間会計期間中の変動額合計 
(千円)

― ― ―

平成19年11月30日残高(千円) 772,207 715,847 715,847

株主資本

利益剰余金

株主資本合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金合計

別途積立金 繰越利益剰余金

平成19年５月31日残高(千円) 870 10,000 △342,319 △331,449 1,156,604

中間会計期間中の変動額

 中間純利益 ― ― 34,329 34,329 34,329

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)

― ― ― ― ―

中間会計期間中の変動額合計 
(千円)

― ― 34,329 34,329 34,329

平成19年11月30日残高(千円) 870 10,000 △307,989 △297,119 1,190,934

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成19年５月31日残高(千円) 75 75 1,271 1,157,951

中間会計期間中の変動額

 中間純利益 ― ― ― 34,329

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)

△6 △6 △183 △190

中間会計期間中の変動額合計 
(千円)

△6 △6 △183 34,139

平成19年11月30日残高(千円) 69 69 1,087 1,192,091



前事業年度(自 平成18年６月１日 至 平成19年５月31日) 

 
  

 
  

 
  

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 資本剰余金合計

平成18年５月31日残高(千円) 559,202 502,842 502,842

事業年度中の変動額

 新株の発行 213,004 213,004 213,004

 当期純損失 ― ― ―

 株主資本以外の項目の事業 
 年度中の変動額(純額)

― ― ―

事業年度中の変動額合計 
(千円)

213,004 213,004 213,004

平成19年５月31日残高(千円) 772,207 715,847 715,847

株主資本

利益剰余金

株主資本合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金合計

別途積立金 繰越利益剰余金

平成18年５月31日残高(千円) 870 10,000 376,316 387,186 1,449,231

事業年度中の変動額

 新株の発行 ― ― ― ― 426,009

 当期純損失 ― ― △718,636 △718,636 △718,636

 株主資本以外の項目の事業 
 年度中の変動額(純額)

― ― ― ― ―

事業年度中の変動額合計 
(千円)

― ― △718,636 △718,636 △292,627

平成19年５月31日残高(千円) 870 10,000 △342,319 △331,449 1,156,604

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年５月31日残高(千円) 34 34 15 1,449,281

事業年度中の変動額

 新株の発行 ― ― ― 426,009

 当期純損失 ― ― ― △718,636

 株主資本以外の項目の事業 
 年度中の変動額(純額)

41 41 1,256 1,297

事業年度中の変動額合計 
(千円)

41 41 1,256 △291,329

平成19年５月31日残高(千円) 75 75 1,271 1,157,951



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

  

 
  

項目

前中間会計期間

(自 平成18年６月１日
至 平成18年11月30日)

当中間会計期間

(自 平成19年６月１日
至 平成19年11月30日)

前事業年度

(自 平成18年６月１日
至 平成19年５月31日)

１ 資産の評価基準

及び評価方法

（１）有価証券

子会社株式及び関連

会社株式

   移動平均法による

原価法を採用してお

ります。

（１）有価証券

子会社株式及び関連

会社株式

    同左

（１）有価証券

子会社株式及び関連

会社株式

    同左

その他有価証券

時価のあるもの

中間決算日の市場

価格等に基づく時価

法(評価差額は全部

純資産直入法により

処理し、売却原価は

移動平均法により算

定)を採用しており

ます。

その他有価証券

時価のあるもの

    同左

その他有価証券

時価のあるもの

決算期末日の市場

価格等に基づく時価

法(評価差額は全部

純資産直入法により

処理し、売却原価は

移動平均法により算

定)を採用しており

ます。

時価のないもの

移動平均法による

原価法を採用してお

ります。

時価のないもの

 同左

時価のないもの

 同左 

 

（２）たな卸資産

 ① 商品

移動平均法による

原価法を採用してお

ります。

（２）たな卸資産 

 ① 商品 

    同左

（２）たな卸資産 

 ① 商品 

    同左

 ② 仕掛品

個別法による原価

法を採用しておりま

す。

 ② 仕掛品 

    同左

 ② 仕掛品 

    同左

 ③ 貯蔵品

個別法による原価

法を採用しておりま

す。

 ③ 貯蔵品 

    同左

 ③ 貯蔵品 

    同左



  

 
  

  

項目
前中間会計期間

(自 平成18年６月１日
至 平成18年11月30日)

当中間会計期間

(自 平成19年６月１日
至 平成19年11月30日)

前事業年度

(自 平成18年６月１日
至 平成19年５月31日)

２ 固定資産の減価

償却の方法

（１）有形固定資産
定率法を採用してお

ります。
なお、主な耐用年数

は以下のとおりであり
ます。

建物 ３年～15年

工具器具備品 ５年～６年

（１）有形固定資産
定率法を採用してお

ります。
なお、主な耐用年数

は以下のとおりであり
ます。

建物 ３年～15年

工具器具備品 ５年～６年

（１）有形固定資産
旧定率法を採用して

おります。
なお、主な耐用年数

は以下のとおりであり
ます。

建物 ３年～15年

工具器具備品 ５年～６年

（会計処理の変更）

当中間会計期間より

法人税法の改正（（所

得税法等の一部を改正

する法律 平成19年３

月30日 法律第６号）

及び（法人税法施行令

の一部を改正する政令

平成19年３月30日 政

令第83号））に伴い、

当中間会計期間開始の

日以降に取得した有形

固定資産については、

改正後の法人税法に基

づく減価償却の方法に

変更しております。 

 なお、改正法人税法

では、平成19年４月１

日以降に取得した減価

償却資産に適用されま

すが、減価償却システ

ムの改訂の都合によ

り、当中間会計期間開

始の日以降に取得した

有形固定資産から変更

しております。 

 この変更に伴う損益

に与える影響は軽微で

あります。

（追加情報）

法人税法改正に伴

い、平成19年３月31日

以前に取得した資産に

ついては、改正前の法

人税法に基づく減価償

却の方法の適用により

取得価額の５％に到達

した事業年度の翌事業

年度より、取得価額の

５％相当額と備忘価額

との差額を５年間にわ

たり均等償却し、減価

償却費に含めて計上し

ております。 

 なお、当該変更に伴

う損益に与える影響は

軽微であります。



項目

前中間会計期間

(自 平成18年６月１日
至 平成18年11月30日)

当中間会計期間

(自 平成19年６月１日
至 平成19年11月30日)

前事業年度

(自 平成18年６月１日
至 平成19年５月31日)

（２）無形固定資産

定額法を採用してお

ります。

なお、ソフトウェア

については、社内にお

ける利用可能期間（1

年から5年）に基づく

定額法を採用しており

ます。

（２）無形固定資産 

    同左

（２）無形固定資産 

    同左

（３）長期前払費用

定額法を採用してお

ります。

  ―――――― （３）長期前払費用

定額法を採用してお

ります。

３ 繰延資産の処理

方法

（１）株式交付費

支出時に全額費用とし

て処理しております。

  ―――――― （１）株式交付費

支出時に全額費用とし

て処理しております。

（繰延資産の会計処理に関

する当面の取扱い）

当事業年度から「繰

延資産の会計処理に関

する当面の取扱い」

（企業会計基準委員会

平成18年８月11日実務

対応報告書第19号）を

適用しております。前

事業年度まで営業外費

用の内訳として表示し

ていた「新株発行費」

は当事業年度より「株

式交付費」として表示

する方法に変更してお

ります。

４ 引当金の計上基

準

貸倒引当金

債権の貸倒れに備える

ため、一般債権について

は貸倒実績率により、貸

倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可

能性を勘案し、回収不能

見込額を計上しておりま

す。

貸倒引当金

同左

貸倒引当金

同左

５ 収益及び費用の

計上基準

インフォメーションプ

ロバイダー事業において

は、当社サーバーにて把

握した会員数の移動状況

等に基づき売上計上し、

後日携帯電話会社からの

支払通知書の到着時点で

当社計上額と支払通知額

との差額につき売上調整

しております。

同左 同左



  

 
  

項目
前中間会計期間

(自 平成18年６月１日
至 平成18年11月30日)

当中間会計期間

(自 平成19年６月１日
至 平成19年11月30日)

前事業年度

(自 平成18年６月１日
至 平成19年５月31日)

６ リース取引の処

理方法

 リース物件の所有権が

借主に移転すると認めら

れるもの以外のファイナ

ンス・リース取引につい

ては、通常の賃貸借取引

に係る方法に準じた会計

処理によっております。

同左 同左

７ その他中間財務

諸 表（財 務 諸

表）作成のため

の基本となる重

要な事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理

は、税抜方式を採用して

おります。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

  

会計処理方法の変更 

  

 
  

前中間会計期間 
（自 平成18年６月１日 

  至 平成18年11月30日）

当中間会計期間 
（自 平成19年６月１日 

  至 平成19年11月30日）

前事業年度 
（自 平成18年６月１日 

  至 平成19年５月31日）

（企業結合に係る会計基準等）
当中間会計期間より、「企業結合

に係る会計基準」（企業会計審議

会 平成15年10月31日）及び「企

業結合会計基準及び事業分離等会

計基準に関する適用指針」（企業

会計基準委員会 平成17年12月27

日 企業会計基準適用指針第10

号）を適用しております。

―――――― （企業結合に係る会計基準等）

当事業年度より、「企業結合に係

る会計基準」（企業会計審議会 

平成15年10月31日）及び「企業結

合会計基準及び事業分離等会計基

準に関する適用指針」（企業会計

基準委員会 終改正平成18年12

月22日 企業会計基準適用指針第

10号）を適用しております。



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

 
  

前中間会計期間末 
（平成18年11月30日）

当中間会計期間末 
（平成19年11月30日）

前事業年度末 
（平成19年５月31日）

※１ 有形固定資産の減価償却

累計額

95,656千円

※１ 有形固定資産の減価償却

累計額

106,487千円

※１ 有形固定資産の減価償却

累計額

90,320千円

※２ 消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消

費税等は相殺のうえ、金額

的重要性が乏しいため、流

動負債の「その他」に含め

て表示しております。

※２ 消費税等の取扱い

同左

※２ 消費税等の取扱い
 ――――――



(中間損益計算書関係) 

  
前中間会計期間 

（自 平成18年６月１日 
  至 平成18年11月30日）

当中間会計期間 
（自 平成19年６月１日 

  至 平成19年11月30日）

前事業年度 
（自 平成18年６月１日 

  至 平成19年５月31日）

 

※１ 営業外収益のうち主要な

もの

受取利息 172千円

業務受託料収入 4,320千円

保険解約収入 1,694千円

 

※１ 営業外収益のうち主要な

もの

受取利息 530千円

業務受託料収入 2,700千円

法人税等還付加算

金
2,209千円

 

※１ 営業外収益のうち主要な

もの

受取利息 436千円

受取配当金 27千円

業務受託料収入 8,620千円

保険解約収入 1,694千円

 

※２ 営業外費用のうち主要な

もの

支払利息 6,131千円

株式交付費 42千円

為替差損 11千円
 

※２ 営業外費用のうち主要な

もの

支払利息 10,923千円

為替差損 16千円

 

※２ 営業外費用のうち主要な

もの

支払利息 18,179千円

為替差損 212千円

株式交付費 3,498千円

 

※３ 特別利益のうち主要なも

の

償却債権回収益 9千円

 

※３ 特別利益のうち主要なも

の

新株予約権戻入

益
703千円

 

※３ 特別利益のうち主要なも

の

償却債権回収益 9千円

投資有価証券売

却益
16,630千円

 

 

※４ 特別損失のうち主要なも

の

固定資産 
除却損

1,551千円

子会社株式評価
損

428,519千円

減損損失 9,272千円

合併差損 28,609千円

ソフトウェア評
価損 287,496千円

投資有価証券評
価損 16,630千円

固定資産除却損の内容

は、次のとおりでありま

す。

工具器具備品 1,551千円

――――――

 

※４ 特別損失のうち主要なも

の

固定資産 
除却損

5,647千円

子会社株式評価
損

428,519千円

減損損失 9,272千円

抱合せ株式消滅
差損

28,609千円

ソフトウェア評
価損 265,225千円

投資有価証券評
価損 35,870千円

固定資産除却損の内容

は、次のとおりでありま

す。

工具器具備品 5,203千円

ソフトウェア 443千円

計 5,647千円



 

前中間会計期間 
（自 平成18年６月１日 

  至 平成18年11月30日）

当中間会計期間 
（自 平成19年６月１日 

  至 平成19年11月30日）

前事業年度 
（自 平成18年６月１日 

  至 平成19年５月31日）

 

※５ 減損損失

当社は、以下の資産グル

ープについて、減損損失を

計上しました。

用途 種類 場所

ビ ー ズ 用
販売店舗

建物、工
具器具備
品

東京都渋谷区

当社は、主として事業セ

グメントの区分に従い資産

のグルーピングを行ってお

ります。

コマース事業について

は、収益性の低下により継

続的に営業損失を計上して

おり、ビーズ販売用店舗に

係る資産グループの帳簿価

額を回収可能価額まで減額

し、当該減少額を減損損失

（9,272千円）として、特別

損失に計上いたしました。

なお、当資産グループの

回収可能価額の算定方法

は、主たる固定資産の残存

期間における将来キャッシ

ュ・フローを5.0％で割り引

いて算定しております。

――――――

 

※５ 減損損失

当社は、以下の資産グル

ープについて、減損損失を

計上しました。

用途 種類 場所
金額 

（千円）

ビ ー ズ
用 販 売
店舗

建物、
工具器
具備品

東京都
渋谷区 9,272千円

当社は、主として事業セ

グメントの区分に従い資産

のグルーピングを行ってお

ります。

コマース事業について

は、収益性の低下により継

続的に営業損失を計上して

おり、ビーズ販売用店舗に

係る資産グループの帳簿価

額を回収可能価額まで減額

し、当該減少額を減損損失

（9,272千円）として、特別

損失に計上いたしました。

なお、当資産グループの

回収可能価額の算定方法

は、主たる固定資産の残存

期間における将来キャッシ

ュ・フローを5.0％で割り引

いて算定しております。

 

６ 減価償却実施額

有形固定資産 15,695千円

無形固定資産 56,620千円
 

６ 減価償却実施額

有形固定資産 16,166千円

無形固定資産 97,554千円
 

６ 減価償却実施額

有形固定資産 35,987千円

無形固定資産 142,978千円



(リース取引関係) 

  

   

前中間会計期間 
（自 平成18年６月１日 

  至 平成18年11月30日）

当中間会計期間 
（自 平成19年６月１日 

  至 平成19年11月30日）

前事業年度 
（自 平成18年６月１日 

  至 平成19年５月31日）

１ リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース

取引

（借主側）

 ①リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額

及び中間期末残高相当額

１ リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース

取引

（借主側）

 ①リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額

及び中間期末残高相当額

１ リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース

取引

（借主側）

 ①リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額

及び期末残高相当額

取得価額 
相当額 
(千円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円)

中間期末
残高 

相当額 
(千円)

工具器具 
備品

2,464 557 1,906

合計 2,464 557 1,906

取得価額
相当額 
(千円)

減価償却
累計額 
相当額 
(千円)

中間期末
残高 

相当額 
(千円)

工具器具 
備品

2,464 1,050 1,414

合計 2,464 1,050 1,414

取得価額
相当額 
(千円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円)

期末 
残高 
相当額 
(千円)

工具器具
備品

2,464 803 1,660

合計 2,464 803 1,660

 ②未経過リース料中間期末残

高相当額等

  未経過リース料中間期末残

高相当額

１年以内 480千円

１年超 1,452千円

合計 1,932千円

 ②未経過リース料中間期末残

高相当額等

  未経過リース料中間期末残

高相当額

１年以内 494千円

１年超 957千円

合計 1,452千円

 ②未経過リース料期末残高相

当額

  未経過リース料期末残高相

当額

１年以内 487千円

１年超 1,207千円

合計 1,694千円

 

 ③支払リース料、リース資産

減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額、支払利息相当

額及び減損損失

支払リース料 276千円
減価償却費 
相当額

275千円

支払利息相当額 26千円
 

 ③支払リース料、減価償却費

相当額、支払利息相当額 

 

支払リース料 265千円
減価償却費 
相当額

246千円

支払利息相当額 23千円

 ③支払リース料、リース資産

減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額、支払利息相当

額及び減損損失

支払リース料 542千円
減価償却費 
相当額

521千円

支払利息相 
当額

54千円

 ④減価償却費相当額及び利息

相当額の算定方法

減価償却費相当額の算定方

法

リース期間を耐用年数と

し、残存価額を零とする

定額法によっておりま

す。

 ④減価償却費相当額及び利息

相当額の算定方法

減価償却費相当額の算定方

法

同左

 ④減価償却費相当額及び利息

相当額の算定方法

減価償却費相当額の算定方

法

同左

利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物

件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、

各期への配分方法につい

ては、利息法によってお

ります。

利息相当額の算定方法

同左

利息相当額の算定方法

同左

（減損損失について） ―――――― （減損損失について）

リース資産に配分された

減損損失はありません。

リース資産に配分された

減損損失はありません。



(有価証券関係) 

前中間会計期間末(平成18年11月30日) 

子会社及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

当中間会計期間末(平成19年11月30日) 

子会社及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

前事業年度末(平成19年５月31日) 

子会社及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

(企業結合等関係) 

前中間会計期間(自 平成18年６月１日 至 平成18年11月30日) 

当社は、平成18年９月１日をもって、当社を存続会社、当社の特定子会社である株式会社ケイブ・オンラ

イン・エンターテイメントを消滅会社とする吸収合併を行いました。 

１.企業結合の概要 

 ① 結合当事企業又は対象となった事業の名称およびその事業内容 

 
  

 ② 企業結合を行った主な理由 

   オンライン事業に関する経営資源を集約するとともに経営の効率化と事業の拡大。 

  

 ③ 企業結合の法的形式 

   当社を存続会社とし、株式会社ケイブ・オンライン・エンターテイメントを消滅会社とする 

   吸収合併とし、合併による新株の発行はありません。 

  

 ④ 結合後企業の名称 

   株式会社ケイブ 

  

２.実施した会計処理の概要 

 合併期日において、株式会社ケイブ・オンライン・エンターテイメントの資産、負債及び権利義 

 務の一切を引継いでおります。 

 なお、当中間会計期間において、合併差損28,609千円を特別損失に含めて計上しております。 

  

３.企業結合日に受け入れた資産および引き受けた負債の額並びにその主な内訳 

   流動資産  30,431千円 

   固定資産 246,211千円 

   資産計   276,642千円 

   流動負債 110,252千円 

   負債計   110,252千円 

名 称 株式会社ケイブ・オンライン・エンターテイメント

事業の内容 オンライン事業



当中間会計期間(自 平成19年６月１日 至 平成19年11月30日) 

該当事項はありません。 

  

前事業年度(自 平成18年６月１日 至 平成19年５月31日) 

当社は、平成18年９月１日をもって、当社を存続会社、当社の特定子会社である株式会社ケイブ・オンラ

イン・エンターテイメントを消滅会社とする吸収合併を行いました。 

１.企業結合の概要 

 ① 結合当事企業又は対象となった事業の名称およびその事業内容 

 
  

 ② 企業結合を行った主な理由 

   オンライン事業に関する経営資源を集約するとともに経営の効率化と事業の拡大。 

  

 ③ 企業結合の法的形式 

   当社を存続会社とし、株式会社ケイブ・オンライン・エンターテイメントを消滅会社とする 

   吸収合併とし、合併による新株の発行はありません。 

  

 ④ 結合後企業の名称 

   株式会社ケイブ 

  

２.財務諸表に含まれている被取得企業又は、取得した事業の業績の期間 

   平成18年９月１日から平成19年５月31日 

  

３.実施した会計処理の概要 

 合併期日において、株式会社ケイブ・オンライン・エンターテイメントの資産、負債及び権利義 

 務の一切を引継いでおります。 

 なお、当事業年度において、抱合せ株式消滅差損28,609千円を特別損失に含めて計上しており 

 ます。 

  

４.企業結合日に受け入れた資産および引き受けた負債の額並びにその主な内訳 

   流動資産  30,431千円 

   固定資産 246,211千円 

   資産計   276,642千円 

   流動負債 110,252千円 

   負債計   110,252千円 

  

名 称 株式会社ケイブ・オンライン・エンターテイメント

事業の内容 オンライン事業



(１株当たり情報) 

  

 
(注) 算定上の基礎 

   １ １株当たり中間純利益又は中間（当期）純損失及び潜在株式調整後１株当たり中間（当 

   期）純利益 

 
  

前中間会計期間 
（自 平成18年６月１日 

  至 平成18年11月30日）

当中間会計期間 
（自 平成19年６月１日 

  至 平成19年11月30日）

前事業年度 
（自 平成18年６月１日 

  至 平成19年５月31日）
１株当たり 
純資産額

45,691円23銭
１株当たり 
純資産額

57,246円03銭
１株当たり 
純資産額

55,596円27銭

１株当たり 
中間純損失

32,857円25銭
１株当たり 
中間純利益

1,650円07銭
１株当たり 
当期純損失

37,526円68銭

 なお、潜在株式調整後１株当た
り中間純利益については、潜在株
式が存在しますが１株当たり中間
純損失であるため記載しておりま
せん。  

潜在株式調整 
後１株当たり 
中間純利益

1,648円96銭

 なお、潜在株式調整後１株当た
り当期純利益については、潜在株
式が存在しますが１株当たり当期
純損失であるため記載しておりま
せん。

項  目
前中間会計期間

(自 平成18年６月１日
至 平成18年11月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年６月１日
至 平成19年11月30日)

前事業年度
(自 平成18年６月１日
至 平成19年５月31日)

１株当たり中間純利
益又は中間（当期）
純損失（△）
中間純利益又は中
間（当期）純損失
（△）(千円)

△610,553 34,329 △718,636

普通株主に帰属し
ない金額(千円)

― ― ―

普通株式に係る中
間純利益又は中間
（当 期）純 損 失
（△）(千円)

△610,553 34,329 △718,636

普通株式の期中平
均株式数(株)

18,582 20,805 19,150

潜在株式調整後１株
当たり中間（当期）
純利益

中間（当期）純利
益調整額（千円）

― ― ―

普通 株式 増 加数
（株）

195 14 ―

（う ち 新 株 予 約
権）（株）

195 14 ―

希薄化効果を有しな
いため、潜在株式調
整後１株当たり中間
（当期）純利益の算
定に含まれなかった
潜在株式の概要

― ― ―



(重要な後発事象) 

 
  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

前中間会計期間 
（自 平成18年６月１日 

  至 平成18年11月30日）

当中間会計期間 
（自 平成19年６月１日 

  至 平成19年11月30日）

前事業年度 
（自 平成18年６月１日 

  至 平成19年５月31日）
第三者割当増資による新株発行

当社は、平成19年２月２日開催の

取締役会において、下記のとおり第

三者割当増資による新株発行の決議

を行いました。払込期日は平成19年

２月28日であり、払込の完了により

資本金は772百万円、発行済株式総数

は20,805株となる予定であります。

①  発行する株式の種類及び数

普通株式 2,190株

②  発行価格

１株につき 189,100円

③  発行価格の総額

414,129千円

④  資本組入額の総額

207,064千円

⑤  申込期間

平成19年２月28日

⑥  払込期日

平成19年２月28日

⑦  割当先

ガンホー・パートナーズ合同会 

 社

⑧  資金の使途

オンライン事業の業務拡大のた

めの開発制作資金に充当する予定

であります。

―――――― ――――――



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

(1) 有価証券報告書及びその添付書類 

事業年度 第13期(自 平成18年６月１日 至 平成19年５月31日)平成19年８月27日関東財務局長に提

出。 

(2) 臨時報告書 

平成19年10月17日に関東財務局長に提出。 

金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第２号の２（新

株予約権の発行）の規定に基づく臨時報告書であります。 

(3) 訂正報告書 

  ・平成19年９月21日に関東財務局長に提出。 

   平成19年８月27日提出の有価証券報告書に係る訂正報告書であります。 

  ・平成19年11月２日に関東財務局長に提出。 

   平成19年10月17日提出の臨時報告書に係る訂正報告書であります。 



該当事項はありません。 

  

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１９年２月１３日

株 式 会 社 ケ イ ブ 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ケイブの平

成１８年６月１日から平成１９年５月３１日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成１８年６月１日から平成１８年１１月３

０日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中

間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任

は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財務諸表

には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理

的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われ

ている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠し

て、株式会社ケイブ及び連結子会社の平成１８年１１月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間（平成

１８年６月１日から平成１８年１１月３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているも

のと認める。 

  

追記情報 

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成１９年２月２日開催の取締役会において、第三者割当増資による新株発行の

決議を行っている。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

み す ず 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 樋 口 節 夫 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 新 田   誠 

      



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

平成20年２月15日

株式会社ケイブ 

取締役会 御中 
 

  
 

  
 

  

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている株式会社ケイブの平成19年６月１日から平成20年５月31日までの連結会計年度の中間連結

会計期間（平成19年６月１日から平成19年11月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸

借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書に

ついて中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立

場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続

等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査

の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、株式会社ケイブ及び連結子会社の平成19年11月30日現在の財政状態並びに同日を

もって終了する中間連結会計期間（平成19年６月１日から平成19年11月30日まで）の経営成績及びキャッシ

ュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 
  

 

新日本監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  東  田  夏  記  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  新  田     誠  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会

社)が別途保管しております。



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１９年２月１３日

株 式 会 社 ケ イ ブ 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ケイブの平

成１８年６月１日から平成１９年５月３１日までの第１３期事業年度の中間会計期間（平成１８年６月１日から平成１８年１１月３

０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行

った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明すること

にある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には

全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証

を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。

当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、株式会

社ケイブの平成１８年１１月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成１８年６月１日から平成１８年１

１月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成１９年２月２日開催の取締役会において、第三者割当増資による新株発行の

決議を行っている。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

み す ず 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 樋 口 節 夫 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 新 田   誠 

      



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

平成20年２月15日

株式会社ケイブ 

取締役会 御中 
 

  
 

  
 

  

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている株式会社ケイブの平成19年６月１日から平成20年５月31日までの第14期事業年度の中間会

計期間（平成19年６月１日から平成19年11月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、

中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は

経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、株式会社ケイブの平成19年11月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期

間（平成19年６月１日から平成19年11月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認

める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 
  

 

新日本監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  東  田  夏  記  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  新  田     誠  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会

社)が別途保管しております。
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